
令和５年度 

高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査 

（公立高等学校） 

 高等学校入学者選抜に関する各都道府県の実施状況及び改善状況等を把握するため、

公立高等学校（市町村立高等学校及び組合立高等学校も含む）の令和５年度入学者選抜に

ついて令和５年７月～９月に調査を実施。 

令和５年12月



基本的事項

令和５年度入学者選抜を実施した公立高等学校数 1

2

5

10

Ⅱ.選抜方法

１. 調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

(1)記入事項 14

17

23

(4)外国語の外部試験の結果を用いた選抜 25

(5)一般入試における面接、小論文・作文、実技検査等 27

(6)一般入試における自己表現等 28

２．志願者数が定員に満たない場合の対応等 30

３．障害のある生徒に対する配慮 33

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

(1)帰国生徒 34

(2)外国人生徒 40

Ⅲ.帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

編入学

(1)帰国生徒 46

(2)外国人生徒 50

Ⅳ.入学者選抜の改善状況

(1)入学者選抜の資料・方法における改善 54

(2)中学校教職員の負担軽減策 56

(3)高等学校教職員の負担軽減策 58

(4)デジタルを活用した取組状況 60

(5)スクール・ポリシーの入学選抜への活用状況 62

Ⅴ.入試の点検等

１.  調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況入試ミスの把握 64

Ⅰ.受検機会の確保等に向けた取組状況

令和５年度高等学校入学者選抜の改善等に関する状況調査
（公立高等学校）

目 次

１．令和５年度入試における、インフルエンザ罹患者等への対応状況

２．令和５年度入試における、新型コロナウイルス感染症への対応状況

３．令和６年度入試における、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患者
　　等への対応状況

(2)学校内外のスポーツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動等に関する記録

(3)不登校の者の調査書



基本的事項

令和５年度入学者選抜を実施した公立高等学校数

No. 都道府県 実数 全日制 定時制 通信制
合計(全日制＋

定時制＋通信制）

1 北海道 219 210 40 1 251

2 青森県 46 43 6 3 52

3 岩手県 64 63 9 3 75

4 宮城県 74 68 12 1 81

5 秋田県 45 46 6 1 53

6 山形県 43 45 5 2 52

7 福島県 73 68 6 1 75

8 茨城県 92 87 13 1 101

9 栃木県 60 58 8 2 68

10 群馬県 64 62 14 4 80

11 埼玉県 142 137 24 1 162

12 千葉県 128 125 16 1 142

13 東京都 181 167 53 3 223

14 神奈川県 150 146 27 2 175

15 新潟県 82 74 10 2 86

16 富山県 39 34 6 1 41

17 石川県 45 40 6 1 47

18 福井県 25 24 7 1 32

19 山梨県 29 27 7 1 35

20 長野県 79 78 18 2 98

21 岐阜県 66 63 11 2 76

22 静岡県 88 90 20 1 111

23 愛知県 161 157 30 2 189

24 三重県 56 54 11 2 67

25 滋賀県 45 44 6 1 51

26 京都府 55 56 10 2 68

27 大阪府 148 146 21 1 168

28 兵庫県 153 139 23 2 164

29 奈良県 30 29 4 1 34

30 和歌山県 33 34 8 3 45

31 鳥取県 24 22 4 2 28

32 島根県 36 36 3 2 41

33 岡山県 62 52 10 1 63

34 広島県 88 85 15 2 102

35 山口県 48 49 7 1 57

36 徳島県 28 32 6 1 39

37 香川県 30 30 9 2 41

38 愛媛県 44 51 10 1 62

39 高知県 32 32 15 2 49

40 福岡県 103 99 20 1 120

41 佐賀県 32 32 6 1 39

42 長崎県 57 55 10 2 67

43 熊本県 49 52 8 1 61

44 大分県 39 39 4 1 44

45 宮崎県 36 34 5 2 41

46 鹿児島県 68 68 2 0 70

47 沖縄県 59 58 7 2 67

3,350 3,240 578 75 3,893計
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

１．令和５年度入試における、インフルエンザ罹患者等への対応状況①（複数回答可）

1 北海道 ○ 18 ○ 0

2 青森県 ○ - ○ -

3 岩手県 ○ 39

4 宮城県 ○ 5

5 秋田県 ○ 12

6 山形県 ○ 1

7 福島県 ○ 6 ○ 2

8 茨城県 ○ 19 ○ 1

9 栃木県

10 群馬県 ○ 0 ○ 0

11 埼玉県 ○ - ○ -

12 千葉県 ○ 14

13 東京都 ○ 61※注１ ○ 61※注１

14 神奈川県 ○ 84 ○ 4

15 新潟県 ○ 46 ○ 2

16 富山県 ○ 11 ○ 0

17 石川県 ○ 3

18 福井県 ○ 14

19 山梨県 ○ 6

20 長野県 ○ 0

21 岐阜県 ○ 8

22 静岡県 ○ - ○ -

23 愛知県 ○ -

24 三重県 ○ 10

25 滋賀県 ○ 1 ○ 0

26 京都府 ○ 7

27 大阪府 ○ 45※注２ ○ 1※注２

28 兵庫県 ○ 21

29 奈良県 ○ 8 ○ 0

30 和歌山県 ○ 4

31 鳥取県 ○ 1 ○ 1

32 島根県 ○ 3

33 岡山県 ○ 0 ○ 0 ○ 0

34 広島県 ○ 0

35 山口県 ○ 3

36 徳島県 ○ 1 ○ 2

37 香川県 ○ 6

38 愛媛県 ○ 0

39 高知県 ○ 1 ○ 1

40 福岡県 ○ 3 ○ 0

41 佐賀県 ○ 16

42 長崎県 ○ 0

43 熊本県 ○ 0

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県

47 沖縄県 ○ -

39 474 18 75 6 3
※実施人数について、準備したが該当者がいなかった場合は「0」、人数を把握していない場合は「-」。
※注１　「インフルエンザ罹患者等への対応」と「新型コロナウイルス感染症への対応」、並びに追検査の内容（学
力検査問題、学力検査問題以外）は区別して把握しておらず、両対応の実施人数を掲載。
※注２　「インフルエンザ罹患者等への対応」と「新型コロナウイルス感染症への対応」は区別して把握しておら
ず、両対応の実施人数を掲載。

ウの場
合の実
施人数

計

No. 都道府県
ア 学力検査問題に
よる追検査を実施又
は準備

イ 学力検査問題以
外（面接、小論文
等）による追検査を
実施又は準備

アの場合の
実施人数

ウ 調査書等の書類
のみによる選考を実
施又は準備

イの場合の
実施人数
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

１．令和５年度入試における、インフルエンザ罹患者等への対応状況②（複数回答可）

1 北海道

2 青森県

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

6 山形県 ○ 6

7 福島県 ○ 3

8 茨城県

9 栃木県 ○ 24

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県 ○ -

13 東京都

14 神奈川県 ○ -

15 新潟県

16 富山県

17 石川県 ○ 18

18 福井県

19 山梨県

20 長野県

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府 ○ 0

28 兵庫県 ○ -

29 奈良県

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県 ○ 7 ○※注1

34 広島県

35 山口県 ○ 1

36 徳島県

37 香川県

38 愛媛県

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県 ○ 0

44 大分県 ○ 5

45 宮崎県 ○ -

46 鹿児島県 ○ 0

47 沖縄県

2 0 12 64 1
※実施人数について、準備したが該当者がいなかった場合は「0」、人数を把握していない場合は「-」。
※注１　一部の市立高等学校が該当しているため、複数回答。

計

No. 都道府県
オの場
合の実
施人数

オ その他の配慮を行う
エの場
合の実
施人数

エ 学力検査を受けられ
なかった者に対するその
他特別の配慮を実施又は
準備

カ ア～オのいずれも実
施なし
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

１．令和５年度入試における、インフルエンザ罹患者等への対応状況③

1 北海道
2 青森県
3 岩手県
4 宮城県
5 秋田県
6 山形県 別室の準備
7 福島県 別室の準備
8 茨城県
9 栃木県 別室の準備
10 群馬県
11 埼玉県
12 千葉県 別室の準備
13 東京都

14 神奈川県

志願者が必要な検査の一部を受検しなかった場合、それが志願者の急な病気や事故など
の正当な事由によるときは、その事由を証明する書類と事由報告書を志願先の高等学校
長あてに提出することで、校長の判断により選考の対象となることがあり、正当な事由
の場合は配慮を行うこととした。また、イの措置を受けられなかった受検者に対して、
学力検査問題による「追加の検査」を設定していたが受検予定者がいなかったため、実
施しなかった。

15 新潟県
16 富山県
17 石川県 別室の準備
18 福井県
19 山梨県
20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県
25 滋賀県

26 京都府
アの７名以外にも４名受検機会の確保を行った。（急性咽頭炎、胃腸炎、骨折、交通事
故）

27 大阪府
志願先高等学校を設置する教育委員会において、３教科（国語、数学、英語）について
当該生徒の学力を把握するとともに、面談を行い、その結果と調査書及び自己申告書の
内容をもとに受入れ校の調整を行う。

28 兵庫県
２月に推薦入学・特色選抜、３月中旬に一般入試及び３月下旬に定時制・通信制再募集
を実施しており、全ての高校ではないが、概ね複数回の受検機会を設けている。

29 奈良県
30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県
33 岡山県 別室の準備
34 広島県
35 山口県 別室の準備
36 徳島県
37 香川県
38 愛媛県
39 高知県
40 福岡県
41 佐賀県
42 長崎県
43 熊本県 学力検査を受検できなかった場合でも二次募集への出願を可能とした。
44 大分県 別室の準備
45 宮崎県 別室の準備

46 鹿児島県
別室の準備をしている他，当日欠席した者については「本県公立学校に出願したが，病
気や不慮の事故等により，学力検査を受検できなかった者」として第二次入学者選抜の
対象としている。

47 沖縄県

No. 都道府県 エ・オの具体的内容
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

２．令和５年度入試における、新型コロナウイルス感染症への対応状況①

　(1)受検機会の確保への対応状況について(複数回答可)

1 北海道 ○ 9 ○ 18 ○ 0
2 青森県 ○ - ○ -
3 岩手県 ○ 10
4 宮城県 ○ 11
5 秋田県 ○ - ○ 3
6 山形県 ○ 1 ○ 1
7 福島県 ○ 10 ○ 17 ○ 6
8 茨城県 ○ 4 ○ 15 ○ 0
9 栃木県 ○ 1 ○ 7 ○ 1
10 群馬県 ○ 3 ○ 3 ○ 0
11 埼玉県 ○ - ○ -
12 千葉県 ○ - ○ 31
13 東京都 ○ - ○ 61※注１ ○ 61※注１
14 神奈川県 ○ - ○ 33 ○ 1
15 新潟県 ○ 5 ○ 25 ○ 5
16 富山県 ○ 0 ○ 2
17 石川県 ○ 3 ○ 2
18 福井県 ○ - ○ 5 ○ 0
19 山梨県 ○ 1 ○ 6
20 長野県 ○ 26 ○ 15
21 岐阜県 ○ 8 ○ 13
22 静岡県 ○ - ○ 12 ○ 1
23 愛知県 ○ - ○ 0
24 三重県 ○ 17 ○ 38
25 滋賀県 ○ 8 ○ 0 ○ 6
26 京都府 ○ 1 ○ 1
27 大阪府 ○ - ○ 45※注２ ○ 1※注２
28 兵庫県 ○ 13 ○ 5
29 奈良県 ○ - ○ 2
30 和歌山県 ○ - ○ 4
31 鳥取県 ○ 8 ○ 5 ○ 5
32 島根県 ○ 2 ○ 5
33 岡山県 ○ 17 ○ 8 ○ 0
34 広島県 ○ 7 ○ 19
35 山口県 ○ 5
36 徳島県 ○ - ○ 5 ○ 6
37 香川県 ○ 11 ○ 21
38 愛媛県 ○ 4 ○ 10
39 高知県 ○ 0 ○ 1 ○ 1
40 福岡県 ○ 2 ○ 14 ○ 1
41 佐賀県 ○ - ○ 6
42 長崎県 ○ - ○ 1
43 熊本県 ○ 14 ○ 5
44 大分県 ○ 2 ○ 1 ○ 15
45 宮崎県 ○ 9
46 鹿児島県 ○ 3 ○ 11
47 沖縄県 ○ - ○ 15

44 185 43 499 21 132
※実施人数について、準備したが該当者がいなかった場合は「0」、人数を把握していない場合は「-」。
※注１　「インフルエンザ罹患者等への対応」と「新型コロナウイルス感染症への対応」、並びに追検査の内容（学力
検査問題、学力検査問題以外）は区別して把握しておらず、両対応の実施人数を掲載。
※注２　「インフルエンザ罹患者等への対応」と「新型コロナウイルス感染症への対応」は区別して把握しておらず、
両対応の実施人数を掲載。

ウ 学力検査問題以外
（面接、小論文等）
による追検査を実施
又は準備

ウの場合の
実施人数

計

No. 都道府県
ア 無症状の濃厚接触
者の別室での受検を
実施又は準備

アの場
合の実
施人数

イ 学力検査問題によ
る追検査を実施又は
準備

イの場合の
実施人数
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

２．令和５年度入試における、新型コロナウイルス感染症への対応状況②

　(1)受検機会の確保への対応状況について(複数回答可)

1 北海道 ○ 0

2 青森県 ○ -

3 岩手県 ○ 0

4 宮城県 ○ 0

5 秋田県

6 山形県 ○ 3

7 福島県 ○ 2

8 茨城県 ○ 2

9 栃木県 ○ 0

10 群馬県

11 埼玉県 ○ -

12 千葉県 ○ 0

13 東京都

14 神奈川県 ○ -

15 新潟県 ○ 1

16 富山県 ○ 3 ○ 0

17 石川県 ○ 0

18 福井県

19 山梨県 ○ 0

20 長野県

21 岐阜県 ○ 0

22 静岡県

23 愛知県 ○ 1

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府 ○ 0

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県 ○ 0

31 鳥取県 ○ 0

32 島根県

33 岡山県 ○ 0

34 広島県 ○ 0

35 山口県 ○ 3

36 徳島県 ○ 0

37 香川県

38 愛媛県 ○ 0

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県 ○ 13

43 熊本県 ○ 0

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県 ○ 0

47 沖縄県

19 24 4 2 6 2
※実施人数について、準備したが該当者がいなかった場合は「0」、人数を把握していない場合は「-」。

カ その他の配慮を行
う

カの場
合の実
施人数

計

No. 都道府県
エ 調査書等の書類の
みによる選考を実施
又は準備

エの場
合の実
施人数

オ 学力検査を受けら
れなかった者に対す
るその他特別の配慮
を実施又は準備

オの場
合の実
施人数
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

２．令和５年度入試における、新型コロナウイルス感染症への対応状況③

(1)受検機会の確保への対応状況について

1 北海道
・推薦入学者選抜における濃厚接触者を対象とした遠隔面接の実施
・道外からの出願に係る入学者選抜における遠隔面接の実施

2 青森県

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

6 山形県

7 福島県

・追検査等終了までに学力検査、面接等を受験できなかった者に対して、新型コロナウイ
ルス感染症対応選抜を設けた。
・新型コロナウイルス感染症への対応として特別な措置が必要とされ選抜の一部が未完了
となった者について、追検査等の受験の意思を確認し、希望する場合には、追検査等で未
完了となった検査を受験できることとした。

8 茨城県
新型コロナ感染症により追検査を受検できなかった者に対する追加の検査及び「特別の選
抜」
※「特別の選抜」は、新型コロナ感染症により追加の検査を受検できなかった者が対象

9 栃木県

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県
新型コロナウイルスに係る理由により、本検査や追検査を受けられなかったほか、未受検
科目のある受検者を対象に、特例検査を設けました。

13 東京都

14 神奈川県

志願者が必要な検査の一部を受検しなかった場合、それが志願者の急な病気や事故などの
正当な事由によるときは、その事由を証明する書類と事由報告書を志願先の高等学校長あ
てに提出することで、校長の判断により選考の対象となることがあり、正当な事由の場合
は配慮を行うこととした。また、イの措置も受けられなかった受検者に対して、学力検査
問題による「追加の検査」を設定していたが受検予定者がいなかったため、実施しなかっ
た。

15 新潟県

16 富山県
定時制の課程(単位制)入学者選抜の第１次選抜を受検できなかった場合、第２次選抜にお
いて、第１次選抜で志願した高等学校の同一学科への志願を可能とした。(従来は志願を
認めていない)

17 石川県

18 福井県

19 山梨県

20 長野県

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府
志願先高等学校を設置する教育委員会において、３教科（国語、数学、英語）について当
該生徒の学力を把握するとともに、面談を行い、その結果と調査書及び自己申告書の内容
をもとに受入れ校の調整を行う。

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県

31 鳥取県
ア、イ、ウは追検査の場合であり、追検査も受検できなかった場合は、当該受検者がいる
各高校が検査内容等を定めて実施する。

32 島根県

33 岡山県 ○※注1

34 広島県

35 山口県

36 徳島県

37 香川県

38 愛媛県

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県 学力検査を受検できなかった場合でも二次募集への出願を可能とした。

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県

47 沖縄県
※注１　一部の市立高等学校が該当しているため、複数回答。

No. 都道府県 オ・カの具体的内容
キ ア～カ
のいずれも
実施なし
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Ⅰ
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況
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回
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道
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試
験
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の
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試
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場

の
消

毒
ウ

こ
ま

め
な

換
気
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試
験
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場
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設
置
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入
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願
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人
が
行
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き
感
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症
対
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か
け
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の
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咳
エ
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ケ
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ト
、
手

洗
い
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行
等
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カ
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憩
時
間
の
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集
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設
定
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極
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話
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控
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よ
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験
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場
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密

に
な
ら
な
い
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め
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工
夫
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入
学
志
願
者

同
士
の
間
隔
を
広
く

取
る
等
）

ク
試
験
会
場
入
口

が
密
に
な
ら
な
い
た

め
の
工
夫
（
試
験
会

場
へ
の
入
退
場
の
時

間
を
ず
ら
す
等
）

ケ
医
療
的
ケ
ア
が

必
要
な
入
学
志
願
者

や
基
礎
疾
患
等
が
あ

る
入
学
志
願
者
へ
の

対
応

コ
中
学
校
や
公
共

施
設
等
の
志
望
高
校

以
外
を
試
験
会
場
と

し
て
使
用

サ
出
願
書
類
の
配

布
時
や
提
出
時
の
工

夫

シ
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
面
接
試
験
等
の
実

施

ス
合
格
発
表
時
に

密
集
を
避
け
る
た
め

の
工
夫

セ
そ
の
他
（
ア
～

ス
以
外
に
感
染
症
対

策
と
し
て
行
っ
た
こ

と
）

1
北
海
道

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

2
青
森
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

3
岩
手
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

4
宮
城
県

○
○

○
○

○
○

○

5
秋
田
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

6
山
形
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

7
福
島
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

8
茨
城
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

9
栃
木
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

10
群
馬
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

11
埼
玉
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

12
千
葉
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

13
東
京
都

○
○

○
○

○
○

○
○

○

14
神
奈
川
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

15
新
潟
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

16
富
山
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

17
石
川
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

18
福
井
県

○
○

○
○

○
○

○
○

19
山
梨
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

20
長
野
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

21
岐
阜
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

22
静
岡
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

23
愛
知
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

24
三
重
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

25
滋
賀
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

26
京
都
府

○
○

○
○

○
○

○
○

○

27
大
阪
府

○
○

○
○

○
○

28
兵
庫
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

29
奈
良
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

30
和
歌
山
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

31
鳥
取
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

32
島
根
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

33
岡
山
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

34
広
島
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

35
山
口
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

36
徳
島
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

37
香
川
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

38
愛
媛
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

39
高
知
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

40
福
岡
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

41
佐
賀
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

42
長
崎
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

43
熊
本
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

44
大
分
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○

45
宮
崎
県

○
○

○
○

○
○

○

46
鹿
児
島
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

47
沖
縄
県

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

47
46

47
47

47
46

45
40

24
3

19
1

47
9

計
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

２．令和５年度入試における、新型コロナウイルス感染症への対応状況⑤

　(2)感染症対策の状況について

1 北海道
・発熱・咳等の症状のある受検者を対象とする特別検査室での受検
・各教科の検査開始前に受検者の発熱・咳等の症状の有無確認及び対応（特別検
査室での受検）

2 青森県 健康チェックシートによる健康状態の把握

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

6 山形県

7 福島県
・受験生には、受付時に「健康状態チェックリスト」を提出させた。
・教職員には試験前日まで及び試験当日の体調管理について、注意喚起した。

8 茨城県 健康観察票の提出

9 栃木県

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県 健康観察シートの提出を求めた。

13 東京都

14 神奈川県

15 新潟県

16 富山県

17 石川県
合格発表当日の点数の開示を実施しなかった。
検査前日の受検生による会場の下見を実施しなかった。

18 福井県

19 山梨県 「原則として学校医の常駐を求めること」をガイドラインに明記

20 長野県

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県

24 三重県 「健康状態確認票」による健康状態の把握

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県

34 広島県

35 山口県

36 徳島県

37 香川県

38 愛媛県

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県

47 沖縄県 健康状態申告書の提出

No. 都道府県 セの具体的内容
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

1 北海道 ○ ○

2 青森県 ○ ○

3 岩手県 ○

4 宮城県 ○

5 秋田県 ○

6 山形県 ○

7 福島県 ○ ○

8 茨城県 ○ ○

9 栃木県 ○ ○

10 群馬県 ○ ○

11 埼玉県 ○ ○

12 千葉県 ○

13 東京都 ○ ○

14 神奈川県 ○ ○

15 新潟県 ○ ○

16 富山県 ○

17 石川県 ○

18 福井県 ○

19 山梨県 ○ ○

20 長野県 ○

21 岐阜県 ○

22 静岡県 ○ ○

23 愛知県 ○

24 三重県 ○ ○

25 滋賀県 ○ ○

26 京都府 ○

27 大阪府 ○ ○

28 兵庫県 ○

29 奈良県 ○ ○

30 和歌山県 ○

31 鳥取県 ○ ○

32 島根県 ○

33 岡山県 ○ ○ ○

34 広島県 ○

35 山口県 ○

36 徳島県 ○ ○

37 香川県 ○

38 愛媛県 ○

39 高知県 ○ ○

40 福岡県 ○ ○

41 佐賀県 ○

42 長崎県 ○

43 熊本県 ○

44 大分県 ○ ○

45 宮崎県

46 鹿児島県 ○

47 沖縄県 ○

41 22 6

３．令和６年度入試における、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患者等への対応状況①

ウ　調査書等の書類のみによる
選考を準備

計

No. 都道府県
ア 学力検査問題による追検査
を準備

イ 学力検査問題以外（面接、
小論文等）による追検査を準備
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

1 北海道 ○

2 青森県 ○

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

6 山形県

7 福島県 ○

8 茨城県

9 栃木県 ○

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県 ○

13 東京都

14 神奈川県 ○

15 新潟県

16 富山県

17 石川県 ○

18 福井県

19 山梨県 ○

20 長野県

21 岐阜県

22 静岡県 ○

23 愛知県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府 ○

28 兵庫県

29 奈良県 ○

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県 ○

34 広島県

35 山口県 ○

36 徳島県

37 香川県

38 愛媛県

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県 ○

42 長崎県 ○

43 熊本県 ○

44 大分県 ○

45 宮崎県 ○

46 鹿児島県 ○

47 沖縄県

2 17 0

３．令和６年度入試における、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患者等への対応状況②

カ　ア～オのいずれも実施なし

計

No. 都道府県
エ 学力検査を受けられなかっ
た者に対するその他特別の配慮
を準備

オ その他の配慮を行う
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Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

1 北海道 別室の準備

2 青森県 別室の準備

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

6 山形県

7 福島県 別室の準備

8 茨城県

9 栃木県 別室の準備

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県
別室の準備。感染症罹患等のやむを得ない理由により受検することができなかった者に
も対象者を拡大。

13 東京都

14 神奈川県

志願者が必要な検査の一部を受検しなかった場合、それが志願者の急な病気や事故など
の正当な事由によるときは、その事由を証明する書類と事由報告書を志願先の高等学校
長あてに提出することで、校長の判断により選考の対象となることがあり、正当な事由
の場合は配慮を行う。

15 新潟県

16 富山県

17 石川県 別室の準備

18 福井県

19 山梨県 別室の準備

20 長野県

21 岐阜県

22 静岡県 新型コロナウイルス感染拡大状況により決定する。

23 愛知県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府
志願先高等学校を設置する教育委員会において、３教科（国語、数学、英語）について
当該生徒の学力を把握するとともに、面談を行い、その結果と調査書及び自己申告書の
内容をもとに受入れ校の調整を行う。

28 兵庫県

29 奈良県 別室の準備

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県 別室の準備

34 広島県

35 山口県 別室の準備

36 徳島県

37 香川県

38 愛媛県

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県 別室の準備

42 長崎県 新型コロナウイルス感染拡大状況等により決定する。

43 熊本県 別室の準備

44 大分県 別室の準備

45 宮崎県 学校長の判断で、書類等で選考を行うことができるようにしている。

46 鹿児島県 別室の準備

47 沖縄県

No. 都道府県 エ・オの具体的内容

３．令和６年度入試における、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患者等への対応状況③

12



Ⅰ．受検機会の確保等に向けた取組状況

1 北海道
2 青森県
3 岩手県

4 宮城県 感染症の影響で追試験を受験できなかった場合の対応については、現在検討中である。

5 秋田県
6 山形県
7 福島県
8 茨城県

9 栃木県
ア、イについて：新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等に罹患し、入院等の合
理的な理由により本検査当日の受検ができない者に対して、別日程での受検機会を確保
する。

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県

13 東京都

14 神奈川県
15 新潟県
16 富山県
17 石川県
18 福井県
19 山梨県
20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県
25 滋賀県
26 京都府
27 大阪府
28 兵庫県
29 奈良県
30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県
33 岡山県
34 広島県
35 山口県
36 徳島県
37 香川県
38 愛媛県
39 高知県
40 福岡県
41 佐賀県
42 長崎県
43 熊本県
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県

47 沖縄県

No. 都道府県 備考

３．令和６年度入試における、インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症罹患者等への対応状況④
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(1)記入事項①

No. 都道府県
各教科の学習

の記録
観点別

学習状況
特別活動の

記録
総合的な学習
の時間の記録

行動の
記録

スポーツ・文
化・社会活動
に関する記録

1 北海道 〇 〇 〇 〇 〇 〇

2 青森県 〇 〇 〇 〇 〇

3 岩手県 〇 〇 〇

4 宮城県 〇 〇 〇 〇 〇

5 秋田県 ○ ○ ○ ○ ○

6 山形県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

7 福島県 〇 〇 〇 〇

8 茨城県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

9 栃木県 〇 〇 〇 〇 〇

10 群馬県 〇 〇 〇 〇 〇

11 埼玉県 〇 〇 〇 〇

12 千葉県 〇 〇 〇 〇 〇

13 東京都 〇 〇 〇 〇 〇

14 神奈川県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

15 新潟県 〇 〇 〇 〇 〇

16 富山県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

17 石川県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

18 福井県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

19 山梨県 〇 〇 〇 〇 〇

20 長野県 〇 〇 〇 〇

21 岐阜県 〇 〇 〇 〇 〇

22 静岡県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

23 愛知県 〇 〇 〇 〇 〇

24 三重県 〇 〇 〇 〇 〇

25 滋賀県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

26 京都府 〇 〇 〇

27 大阪府 〇

28 兵庫県 〇 〇 〇 〇 〇

29 奈良県 〇 〇 〇 〇 〇

30 和歌山県 〇 〇 〇 〇 〇

31 鳥取県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

32 島根県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

33 岡山県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

34 広島県 〇

35 山口県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

36 徳島県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

37 香川県 〇 〇 〇 〇 〇

38 愛媛県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

39 高知県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

40 福岡県 〇 〇 〇 〇 〇

41 佐賀県 〇 〇 〇 〇 〇

42 長崎県 〇 〇 〇 〇 〇

43 熊本県 〇 〇 〇 〇 〇

44 大分県 〇 〇 〇 〇 〇

45 宮崎県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

46 鹿児島県 〇 〇 〇 〇 〇

47 沖縄県 〇 〇 〇 〇 〇

47 34 44 45 36 31計

14



Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(1)記入事項②

No. 都道府県
ボランティア
活動に関する

記録
出欠の記録

趣味・特技に
関する記録

進路に関する
記録

健康状況に関
する記録

総合所見及び
指導上参考と
なる諸事項

1 北海道 〇 〇 〇 〇

2 青森県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

3 岩手県 〇

4 宮城県 〇 〇

5 秋田県 ○ ○

6 山形県 〇 〇

7 福島県 〇 〇 〇 〇

8 茨城県 〇 〇 〇 〇

9 栃木県 〇 〇 〇 〇

10 群馬県 〇

11 埼玉県 〇 〇

12 千葉県 〇 〇

13 東京都 〇

14 神奈川県 〇 〇 〇

15 新潟県 〇 〇 〇 〇

16 富山県 〇 〇 〇

17 石川県 〇 〇 〇

18 福井県 〇 〇 〇 〇

19 山梨県 〇 〇 〇 〇

20 長野県 〇 〇 〇

21 岐阜県 〇 〇 〇

22 静岡県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

23 愛知県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

24 三重県 〇 〇 〇

25 滋賀県 〇 〇 〇 〇

26 京都府 〇 〇

27 大阪府

28 兵庫県 〇 〇 〇

29 奈良県 〇

30 和歌山県 〇 〇 〇 〇 〇

31 鳥取県 〇 〇

32 島根県 〇 〇 〇 〇

33 岡山県 〇 〇 〇

34 広島県

35 山口県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

36 徳島県 〇 〇 〇

37 香川県 〇

38 愛媛県 〇 〇 〇 〇 〇 〇

39 高知県 〇 〇 〇

40 福岡県 〇 〇 〇

41 佐賀県 〇

42 長崎県 〇 〇 〇 〇

43 熊本県 〇 〇 〇

44 大分県 〇 〇 〇

45 宮崎県 〇 〇 〇 〇 〇

46 鹿児島県 〇 〇

47 沖縄県 〇 〇 〇

30 42 17 8 18 29計
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(1)記入事項③

No. 都道府県 その他 その他の具体的な内容

1 北海道
2 青森県
3 岩手県 〇 その他参考となる記録

4 宮城県 〇

以下、特記事項として、
（１）就学中の転・編入学に関すること。　　　（２）各教科の学習状況に関すること。
（３）行動の記録に関すること。　　　　　　　（４）健康状態に関すること。
（５）進路に関すること。　　　　　　　　　　（６）その他

5 秋田県 ○ その他の事項：学校生活を送る上で特に配慮が必要であると思われる事項について記入する。

6 山形県 〇
「特記事項」として、上記「○」を付したもの以外のことで特に必要な事項について記入する欄を設けた。
（転入学、編入学に関する事項、健康管理上配慮した事項、学習指導上配慮した事項、資格・検定試験に関す
る事項など）

7 福島県

8 茨城県 〇
体力テスト
その他の事項

9 栃木県
10 群馬県 〇 参考となる諸事項等の記録

11 埼玉県 〇 特技、取得資格及び校外でのスポーツ活動・文化活動・ボランティア活動等について、特に顕著な具体的事項

12 千葉県 〇 性別、学籍の記録、部活動の記録、特記事項

13 東京都
14 神奈川県
15 新潟県
16 富山県
17 石川県
18 福井県
19 山梨県 〇 出願者の出身都道府県の様式どおり

20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県
25 滋賀県
26 京都府

27 大阪府 〇

生徒の個性を多面的にとらえ、生徒の優れた点や長所を積極的に評価する観点から、「活動/行動の記録」欄
を設け、各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動、その他部活動等、校内での日常生活を含む中学校で
の教育活動全般における活動及び行動の記録を記載する。

上記の回答は、自立支援選抜以外の選抜用の調査書についてである。
自立支援選抜の調査書は様式が他の選抜と異なり、「教科の学習に関する所見」「総合的な学習に関する所
見」「活動/行動の記録」欄を設けている。以下、自立支援選抜以外の選抜用の調査書について回答する。

28 兵庫県 〇
成績の変動の特に著しい者についての特記事項
特に優れている教科についての特記事項

29 奈良県
30 和歌山県

31 鳥取県 〇
特記事項　転入学又は編入学の記録、もしくは再募集入学者選抜の志願者で一般入学者選抜を受検していない
こと等、特に必要な事項

32 島根県 〇 諸活動の記録及び所見、特記事項

33 岡山県 〇

・「特記事項」で、指導要録の観点別学習状況における優れた特徴や、各教科、総合的な学習の時間の学習に
ついて総合的に見た長所を具体的に記入する。なお、特別に記入を要する事項（例えば、病気、けが等により
評定に著しく変動のあった場合）があればその状況についても記入する。
・新体力テストの記録
・過年度卒業生については、中学校等卒業後の動向を記入

34 広島県
35 山口県
36 徳島県

37 香川県 〇
・｢その他の活動の記録」の欄に､スポーツ､社会活動､ボランティア､特技など
・｢人物､適性等に関する所見」の欄に、進路､総合所見など
を記入することとしている。

38 愛媛県
39 高知県
40 福岡県 〇 学籍の記録、居住証明

41 佐賀県 〇 学校内外での活動・部活動等の記録、受検上配慮すべき事項、学習に関する特記事項

42 長崎県
43 熊本県 〇 編入学、転入学、転学・退学等の記録

44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

18計
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(2)学校内外のスポ－ツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動等に関する記録

1 北海道 〇 〇 〇 〇

2 青森県 〇 〇 〇 〇

3 岩手県 〇 〇 〇 〇

4 宮城県 〇 〇 〇 〇

5 秋田県 ○ ○ ○ ○

6 山形県 〇 〇 〇 〇

7 福島県

8 茨城県 〇 〇 〇 〇

9 栃木県 〇 〇 〇 〇

10 群馬県 〇 〇 〇 〇

11 埼玉県 〇 〇 〇 〇

12 千葉県 〇 〇 〇 〇

13 東京都

14 神奈川県

15 新潟県

16 富山県 〇 〇 〇 〇

17 石川県

18 福井県 〇 〇 〇

19 山梨県 〇 〇 〇 〇

20 長野県 〇 〇 〇 〇

21 岐阜県 〇 〇 〇 〇

22 静岡県 〇 〇 〇 〇

23 愛知県 〇 〇 〇 〇

24 三重県 〇 〇 〇 〇

25 滋賀県 〇 〇 〇 〇

26 京都府 〇 〇 〇 〇

27 大阪府 〇 〇 〇 〇

28 兵庫県 〇 〇 〇 〇

29 奈良県 〇 〇 〇 〇

30 和歌山県 〇 〇 〇

31 鳥取県 〇 〇 〇 〇

32 島根県 〇 〇 〇 〇

33 岡山県 〇 〇 〇 〇

34 広島県

35 山口県 〇 〇 〇 〇

36 徳島県 〇 〇 〇 〇

37 香川県 〇 〇 〇 〇

38 愛媛県 〇 〇 〇 〇

39 高知県 〇 〇 〇

40 福岡県 〇 〇 〇 〇

41 佐賀県 〇 〇 〇 〇

42 長崎県 〇 〇 〇 〇

43 熊本県 〇

44 大分県

45 宮崎県 〇 〇 〇

46 鹿児島県 〇 〇 〇 〇

47 沖縄県

38 38 34 39計

①入学者選抜要項等の「記入上の注意」などにおいて、学校内外の各活動（部活動を
　含む）について記載すべきものになっているもの

No. 都道府県 スポーツ活動 文化活動 社会活動 ボランティア活動等
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(2)学校内外のスポ－ツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動等に関する記録

1 北海道 〇
2 青森県 〇
3 岩手県 〇
4 宮城県 〇
5 秋田県 〇
6 山形県 〇
7 福島県 〇
8 茨城県 〇
9 栃木県 〇
10 群馬県 〇
11 埼玉県 〇
12 千葉県 〇
13 東京都 〇
14 神奈川県 〇
15 新潟県 〇
16 富山県 〇
17 石川県 〇
18 福井県 〇
19 山梨県 〇※注1
20 長野県 〇
21 岐阜県 〇
22 静岡県 〇
23 愛知県 〇
24 三重県 〇
25 滋賀県 〇
26 京都府 〇
27 大阪府 〇
28 兵庫県 〇
29 奈良県 〇
30 和歌山県 〇
31 鳥取県 〇
32 島根県 〇
33 岡山県 〇※注２ 〇※注２
34 広島県 〇
35 山口県 〇
36 徳島県 〇
37 香川県 〇
38 愛媛県 〇
39 高知県 〇
40 福岡県 〇※注３ 〇※注３
41 佐賀県 〇
42 長崎県 〇
43 熊本県 〇
44 大分県 〇
45 宮崎県 〇
46 鹿児島県 〇
47 沖縄県 〇

4 42 3
※注１　県立高等学校と市立高等学校１校が該当。
※注２　県立高等学校はイ。市立高等学校はイ・ウ。
※注３　１校のみ、ウ。

計

②調査書における部活動の記録の取扱い

No. 都道府県
ア　部活動の記録に特化した記

入欄を設けている

イ　部活動の記録を記入するこ
とも可能な欄を設けている（「諸

活動の記録」「その他」等）

ウ　部活動の記録を想定した記
入欄はない
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(2)学校内外のスポ－ツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動等に関する記録

　※「Ⅱ.選抜方法」（２）の②において、ア又はイを選択した場合に回答

1 北海道 〇

2 青森県 〇

3 岩手県 〇

4 宮城県 〇

5 秋田県 〇

6 山形県 〇

7 福島県 〇

8 茨城県 〇

9 栃木県 〇

10 群馬県 〇

11 埼玉県 〇

12 千葉県 〇

13 東京都 〇

14 神奈川県 〇

15 新潟県 〇

16 富山県 〇

17 石川県 〇

18 福井県 〇

19 山梨県 〇

20 長野県 〇

21 岐阜県 〇

22 静岡県 〇

23 愛知県 〇

24 三重県 〇

25 滋賀県 〇

26 京都府 〇

27 大阪府 〇

28 兵庫県 〇

29 奈良県 〇

30 和歌山県 〇

31 鳥取県 〇

32 島根県 〇

33 岡山県 〇

34 広島県

35 山口県 〇

36 徳島県 〇

37 香川県 〇

38 愛媛県 〇

39 高知県 〇

40 福岡県 〇

41 佐賀県 〇

42 長崎県 〇

43 熊本県 〇

44 大分県 〇

45 宮崎県 〇

46 鹿児島県 〇

47 沖縄県 〇

29 12 5計

③－１調査書における部活動の記録の入学者選抜（推薦入試を除く）への活用について

No. 都道府県
ア　全ての学校・形態の選抜で

活用している
イ　一部の学校や、一部の形態

の選抜のみで活用している
ウ　活用していない
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(2)学校内外のスポ－ツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動等に関する記録

　※「Ⅱ.選抜方法」（２）の③－１において、ア又はイを選択した場合に回答

1 北海道 〇
2 青森県 〇
3 岩手県
4 宮城県 〇
5 秋田県 〇
6 山形県 〇
7 福島県 〇
8 茨城県 〇
9 栃木県 〇
10 群馬県 〇
11 埼玉県 〇
12 千葉県 〇
13 東京都
14 神奈川県
15 新潟県 〇
16 富山県 〇
17 石川県 〇
18 福井県 〇
19 山梨県 〇
20 長野県 〇
21 岐阜県 〇
22 静岡県 〇
23 愛知県 〇
24 三重県 〇
25 滋賀県 〇
26 京都府 〇
27 大阪府 〇
28 兵庫県 〇
29 奈良県 〇
30 和歌山県 〇
31 鳥取県 〇
32 島根県
33 岡山県 〇
34 広島県
35 山口県 〇
36 徳島県 〇
37 香川県 〇
38 愛媛県 〇
39 高知県 〇
40 福岡県 〇
41 佐賀県 〇
42 長崎県 〇
43 熊本県 〇
44 大分県 〇
45 宮崎県
46 鹿児島県 〇
47 沖縄県 〇

1 11 29計

③－２　調査書における部活動の記録の入学者選抜への活用にあたって、部活動の実績の
　　　　点数化、得点への加算について

No. 都道府県
ア　全ての学校・形態の選抜で

加点している
イ　一部の学校や、一部の形態

の選抜のみで加点している

ウ　加点はしていない（総合的
に判断する際の資料としてのみ

用いる）
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(2)学校内外のスポ－ツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動等に関する記録

　※「Ⅱ.選抜方法」（２）の③－１において、ア又はイを選択した場合に回答

1 北海道 個人調査書については、学力検査の成績、面接や実技の結果等と並び、各高等学校における選抜の資料の一つとして活用している。

2 青森県
一般選抜と同じ選抜資料をもとに、各高校及び学科の特色に応じて選抜資料の配点等を一般選抜とは別に定める特色化選抜におい
て、部活動を点数化している高校はある。配点については｢青森県立高等学校入学者選抜における求める生徒像・選抜方法等一覧｣に
て公表している。

3 岩手県

4 宮城県
本県は「共通選抜」、「特色選抜」の２種類の選抜方法で入学者選抜を実施している。「特色選抜」においては、学力検査点・調査
書点・面接等の得点の他、調査書の記載事項を用いて総合的に審査し選抜する。

5 秋田県
特色選抜では、配点基準を明確にした上で、校長の判断により加点する場合がある（加点基準、配点について公表していない）。一
般選抜では、総合的に判断する際の材料としている。

6 山形県 総合的に判断する際の資料として、部活動の記録を含む調査書の記載事項を用いている。

7 福島県 県教育委員会として、点数化するなどして活用できることとしている。

8 茨城県

共通選抜において、「調査書重視の選抜で利用する項目」として、３年間の評定、特別活動の記録、部活動・特技等などがあり、学
校毎に利用する項目を定めている。
特色選抜において、選抜資料として、学力検査（５教科500点）、調査書、面接、実技検査等とし、総合得点は1200点を超えないもの
とする。

9 栃木県 全ての学校で総合的に判断する際の資料として活用する。

10 群馬県 基準・評価方法を定めて加点している高等学校もある。

11 埼玉県 調査書に特別活動等の記録を記載する欄があり、その記載をどのように評価するかは、各学校が選抜基準を定めている。

12 千葉県 調査書の記載事項について、各高等学校は特色に応じて５０点を上限として、「調査書の得点」に加点することができる。

13 東京都
14 神奈川県
15 新潟県 点数化はしていないが、総合的に判断する際の資料として活用している。

16 富山県 調査書の「行動の記録」の評価及び「欠席」「部活動等」「趣味・特技」等の欄の記述を十分に考慮し、総合判定を行っている。

17 石川県 総合的に判断する際の資料として用いる。

18 福井県
「総合所見」欄には、出欠の記録、学習の記録、総合的な学習の時間の記録、行動の記録、特別活動、部活動および学校生活以外の
スポーツ活動・文化活動・ボランティア活動等について、特に顕著な具体的事項がある場合は記入することとしている。

19 山梨県
「特別活動の記録」「校外活動の記録」および「その他特記事項」については、各高等学校長が定めた基準により１～３０の段階で
評定する、ことを実施要項に明記している。

20 長野県 総合的に判断する際の資料として用いている。

21 岐阜県 独自検査において、学校ごとに、総合的に審査している

22 静岡県
共通枠における第２及び第３段階において、調査書の記載事項の一つとして、選抜資料に用いている。（第１段階は、主として評定
合計及び学力検査の結果を用いて選抜している。）

23 愛知県 総合的に判断する際の資料として用いる。

24 三重県
前期選抜において、生徒会活動、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動等について点数化している学校がある。
配点については、「実施要項」において公表している。

25 滋賀県 総合的に判断する場合の資料として用いている。

26 京都府 総合的に判断する際の資料としてのみ用いている。

27 大阪府
「活動／行動の記録」欄に記入する。
学力検査の成績に、調査書中の必修の全教科の評定を加えた総合点を基本に、自己申告書及び調査書中の活動／行動の記録をも資料
として選抜を行う。

28 兵庫県

「特別活動、部活動等に関する特別取り扱い」を実施する高等学校において、中学校が「特別活動、部活動等に関する特別取り扱
い」を希望する場合は、その活動の記録、成績、意欲等について具体的に朱書きする。高等学校は、合否判定の境界線にあたる点数
からこの点数の10％にあたる点数を減じた点数を合格の下限として、特別に合否の判定を行う。
また、他の学校においても総合判定する際の資料として用いている。

29 奈良県
特色選抜を実施している学校や、一般選抜でスポーツに関わるコースを有する学校等において、学校が指定する部活動に係る顕著な
成績があれば加点する。

30 和歌山県
特別活動及び校内外の活動等
　 「特別活動に関する特記事項」、「校内外の活動等に関する事項」、「観点別学習状況」及びその他の記載内容を総合的に評価す
ること。

31 鳥取県

部活動において著しく優秀な成績をあげたもの、その他の体育活動及び文化活動において著しく優秀な成績をあげたもの、家庭や社
会における奉仕活動等の善行、学校内外における表彰を受けた行為や活動等、課外における活動のうち、生徒の長所と判断されるも
のなどを記入し、選抜にあたっては、各種検査内容、調査書（合計評定及び第３学年の各教科の評定以外の記録）等を資料とし、総
合的に判定している。

32 島根県
33 岡山県 総合的に判断する際の資料とする。

34 広島県
35 山口県 総合的に判断する際の資料とする。

36 徳島県
「特記事項の欄」に芸術・文化、体育・スポーツ、ボランティア、人権などの諸活動において顕著な成績があれば、必要に応じて記
入することとしている。

37 香川県 全ての学校・学科の選抜において、他の記載事項と同様に十分尊重し、総合的に判断する際の資料として用いている。

38 愛媛県 総合的に判断する際の資料として用いている。

39 高知県 全ての学校の選抜において、総合的に判断する際の資料としている。

40 福岡県
・特色化選抜を除いた選抜制度において、総合的に判断する際の資料としている。
・特色化選抜においては、出願資格を確認する資料として活用しうる。

41 佐賀県 部活動における大会等での成績や表彰、活動状況について、各学校でそれぞれ基準を定めて評価している。

42 長崎県 総合的に判断する際の資料としている。

43 熊本県 前期（特色）選抜、中高一貫教育（連携型）に係る入学者選抜において、学校の判断で総合的に判断する際の資料としている。

44 大分県 総合的な判断する際の資料としてのみ用いる。

45 宮崎県
46 鹿児島県 総合的に判断する資料とする。

47 沖縄県 一般入試においては、総合的に判断する際の資料として活用することがある。

③－３　「③－１」、「③－２」の回答内容についての具体的内容

No. 都道府県 具体的な内容
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(2)学校内外のスポ－ツ活動、文化活動、社会活動、ボランティア活動等に関する記録

1 北海道 〇

令和６年度入学者選抜から、各高等学校ごとに、評価の対象とする項目とともに、評価の観点は活動歴や大会、資格・
検定試験等の結果のみではなく、活動からうかがうことのできる生徒の長所、個性や意欲、能力などとし、それぞれの
観点をバランスよく評価することを北海道教育委員会ホームページ及び各高等学校のホームページで示している。
（https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gks/koukounyuusenn.html）

2 青森県 〇
｢青森県立高等学校入学者選抜における求める生徒像・選抜方法等一覧｣にて公表している。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/senbatsu2023.html

3 岩手県 〇
4 宮城県 〇
5 秋田県 〇
6 山形県 〇

7 福島県 〇
令和6年度入学者選抜より、各学校の選抜方法を公表する際に、部活動や地域クラブ活動等の実績等の評価の有無等につ
いて明示することとし、県教育委員会ホームページで公表した
（https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/r6koukounyushi.html）。

8 茨城県 〇
共通選抜において、「調査書重視の選抜で利用する項目」として、「部活動・特技等の記録」の活用の有無を学校毎に
示している。

9 栃木県 〇
10 群馬県 〇 基準・評価方法を示している高等学校もある。

11 埼玉県 〇
特別活動等の記録の全体の配点は各校の選抜基準で公表しているが、部活動の記録のみの配点については公表していな
い。

12 千葉県 〇 各高等学校が定めた選抜・評価方法を、各高等学校のウェブページで公表している。

13 東京都 〇
「東京都立高等学校入学者選抜実施要綱」において、各高校が何を選考に用いるのかを明示している。調査書について
は、観点別学習状況の評価又は評定のみを用いることとしており、これをもって「諸活動の記録」欄等の記載内容は選
考に活用しないことを示していると捉えている。

14 神奈川県 〇
「募集案内」のQ&Aにおいて、”諸活動の記録や所見欄等に記載されている内容については、一般募集における特色検査
（面接）や特別募集における面接の際の参考資料とします。”と記載。

15 新潟県 〇
16 富山県 〇
17 石川県 〇
18 福井県 〇

19 山梨県 〇 〇
アについて、選抜方法等を実施要項内に明記している。
(URL：https://www.pref.yamanashi.jp/documents/84777/r6nyushiyoukou.pdf)
イについては、市立高校1校が該当。

20 長野県 〇
21 岐阜県 〇 選抜要項において「調査書の記録及び標準検査の結果に基づいて、総合的に審査する」と示している。

22 静岡県 〇
23 愛知県 〇 入学者選抜実施要項において、総合的に判断する際の資料とすることを示している。

24 三重県 〇
「実施要項」において公表している。
URL：https://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci400002348.htm

25 滋賀県 〇
26 京都府 〇

27 大阪府 〇
各高等学校のアドミッションポリシー（求める生徒像）等及び実施要項における合格者の決定に記載
令和５年度大阪府公立高等学校入学者選抜
https://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/gakuji-g3/r05_kokosenbatsu.html

28 兵庫県 〇

令和５年度兵庫県公立高等学校入学者選抜要綱
第4212項
(1)判定資料（B）「調査書の各教科の学習の記録以外の諸記録を総合した資料」を参考として用い、総合判定となるよ
う留意する。
(5)当該高等学校の合否判定の境界線に当たる点数からこの点数の10％に当たる点数を減じた点数を合格の下限として、
特別に合否の判定を行う。
https://www2.hyogo-c.ed.jp/hpe/uploads/sites/10/2023/03/R5_senbatsuyoukou-1.pdf

29 奈良県 〇
「令和6年度奈良県立高等学校入学者選抜概要」にて示している。令和５年度も同様。
https://www.pref.nara.jp/63842.htm

30 和歌山県 〇

31 鳥取県 〇

実施要項の「入学者の選抜」において、選抜の資料とすることは明記しているが、評価の観点等については示していな
い。（以下、令和５年度鳥取県立高等学校入学者選抜実施要項）
実施要項本文　→　https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1263797/R5honbun.pdf
調査書様式等　→　https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1263797/R5youshiki1.pdf

32 島根県 〇
33 岡山県 〇

34 広島県 〇
調査書は学習の記録（評定）のみとしており、部活動の記録を想定した記入欄はない。この調査書の様式を入学者選抜
実施要項に記載しており、実施要項そのものを広く周知している。

35 山口県 〇

36 徳島県 〇

「令和５年度徳島県公立高等学校生徒募集選抜要項」、
「令和５年度徳島県公立高等学校入学者選抜生徒募集案内」、
「令和５年度徳島県公立高等学校入学者選抜について（生徒・保護者の皆さまへ）」の冊子の中に示し、各中学校に送
付するとともに、徳島県入試情報サイト（https://nyuushi.tokushima-ec.ed.jp/）にも掲載している。

37 香川県 〇 実施細目に記載している。

38 愛媛県 〇
要項で「調査書の各教科の学習の記録以外の記録並びに面接及び実技テストの評価方法等については、高等学校長が定
めるものとする。」と定めている。

39 高知県 〇
40 福岡県 〇
41 佐賀県 〇 入学者選抜実施要項に掲載している。

42 長崎県 〇
43 熊本県 〇
44 大分県 〇
45 宮崎県 〇
46 鹿児島県 〇
47 沖縄県 〇

16 32計

③－４－１　調査書における部活動の記録に係る具体的な評価基準や配点の公表について

No. 都道府県
ア　生徒・
保護者に示
している

イ　生徒・
保護者に示
していない

具体的な内容・備考
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(3)不登校の者の調査書①

全校で
実施

一部の
学校で
実施

全校で
実施

一部の
学校で
実施

全校で
実施

一部の
学校で
実施

全校で
実施

一部の
学校で
実施

全校で
実施

一部の
学校で
実施

全校で
実施

一部の
学校で
実施

全校で
実施

一部の
学校で
実施

全校で
実施

一部の
学校で
実施

1 北海道 〇
2 青森県 〇
3 岩手県
4 宮城県 〇 〇
5 秋田県
6 山形県 〇
7 福島県 〇
8 茨城県 〇 〇 〇
9 栃木県 〇
10 群馬県
11 埼玉県 〇 〇
12 千葉県 〇 〇
13 東京都 〇 〇 〇
14 神奈川県 〇 〇 〇 〇
15 新潟県 〇 〇
16 富山県 〇
17 石川県 〇
18 福井県 〇
19 山梨県 〇 〇
20 長野県 〇
21 岐阜県 〇
22 静岡県 〇 〇 〇
23 愛知県 〇 〇
24 三重県 〇 〇
25 滋賀県 〇 〇
26 京都府 〇
27 大阪府 〇
28 兵庫県 〇 〇
29 奈良県 〇 〇
30 和歌山県 〇
31 鳥取県 〇
32 島根県 〇 〇
33 岡山県 〇
34 広島県 〇
35 山口県 〇 〇
36 徳島県 〇 〇
37 香川県 〇
38 愛媛県 〇
39 高知県 〇 〇 〇
40 福岡県 〇 〇 〇
41 佐賀県 〇 〇 〇 〇 〇
42 長崎県 〇 〇
43 熊本県 〇
44 大分県 〇
45 宮崎県 〇
46 鹿児島県 〇
47 沖縄県 〇 〇

8 5 25 5 0 0 3 1 1 3 8 2 0 4 10 1計

ク　その他

No. 都道府県

不登校の者の調査書
ア  中学校長
から、副申書
など生徒の状
況を記載した
書類を提出さ
せている

イ　自己申告
書を提出させ
ている又は提
出することが
できることと
している

ウ  学校以外
の場(家庭を含
む)における学
習状況が分か
る資料を提出
させ、選抜資
料として活用
する(ことがで
きる)

エ  学校以外
の場(家庭を含
む)における学
習状況を何ら
か調査書に反
映する(ことが
できる)

オ  調査書を
用いず、学力
検査のみで選
抜を行う等特
別な入学者選
抜を行う(こと
ができる)

カ　調査書の
一部(学習の記
録や出欠の記
録)を選抜の資
料として用い
ない(ことがで
きる)

キ  不登校の
者が受検しや
すい学科や
コースを設置
している
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(3)不登校の者の調査書②

不登校の者の調査書

具体的内容等

1 北海道
不登校生徒の個人調査書は、個々の状況を踏まえつつ、基本的には、レポート提出や課題学習などにより学習を評価するこ
とが可能であることから、個々の状況に応じて評価し、母集団の中に入れて処理することを原則としている。

2 青森県
中学校において、いずれかの学年の欠席日数がおおむね３０日以上ある者は、本人の希望により「自己申告書」を提出する
ことができる。

3 岩手県

4 宮城県
中学校長は、心理的、情緒的、身体的等の理由で欠席が多い生徒について副申書等を添付するときに、進学後の参考となる
事柄について記載し、高等学校長は、副申書を選抜資料に加えるとともに、特に配慮することができることとしている。

5 秋田県
6 山形県
7 福島県 志願者が直接、受験する高等学校に自己申告書を提出することができることとしている。

8 茨城県
不登校等及び障害があることにより不利益な取り扱いをしないよう、実施細則に規定し、中学校及び高等学校に周知してい
る。

9 栃木県
10 群馬県
11 埼玉県 不登校の生徒などを対象とした特別な選抜をすべての高等学校の一般募集で実施している。
12 千葉県
13 東京都

14 神奈川県

不登校の者を含め、第２学年又は第３学年において、出席すべき日数の１/３以上欠席した生徒について、中学校からの欠
席状況証明書を添えて「長期の欠席を理由とする選抜方法申請書」を提出した場合、資料の整わない者として取り扱う。そ
の場合、選考に関しては、調査書の学習の記録（評定と観点別評価）について、志願者が指定した学年のものは選考の資料
として使用しない。

15 新潟県 中学校長から、副申書など生徒の状況を記載した書類を提出することができる。

16 富山県
定時制の課程(単位制以外)入学者選抜(実施は１校)及び通信制の課程入学者選抜(実施は１校)以外で自己申告書を提出する
ことができる。

17 石川県
欠席日数が、いずれかの学年で年間30日以上の者は、志願者本人の希望により、自己申告書を提出することができるとして
いる。

18 福井県 調査書において、不登校により評価不能の場合でも、記入漏れと区別するために「＊」を記入することとしている。
19 山梨県
20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県 オについては、特別選抜のうち、長期欠席生徒選抜として２校で実施。

23 愛知県

令和５年３月に中学校を卒業する見込みの者で、やむを得ない事情により、第３学年における欠席等の日数が出席しなけれ
ばならない日数の半分以上である者（ただし、「第３学年における欠席等の日数」には、生徒指導要録上は出席扱いとなっ
ている保健室登校等の別室登校の日数や、適応指導教室等の学校外の施設で相談したり、指導を受けたりした日数を含め
る）は、「長期欠席者等にかかる選抜方法」の適用を申請することができる。この選抜方法の適用者については、調査書の
「学習の記録」は、長期欠席者等の事情に配慮しつつ、参考として取り扱う。

24 三重県 不登校等、欠席が多いことを理由に不合格とすることのないよう、「実施細目」に記載し、高等学校に周知している。
25 滋賀県

26 京都府
全日制４校において中学校在籍中、いずれかの学年で年間30日以上の欠席がある者を出願資格とした長期欠席者特別入学者
選抜を実施している。

27 大阪府
不登校等の理由により、教科の評価が当該学年の中学校学習指導要領に示す目標に準拠した評価（いわゆる絶対評価）にな
じまないと中学校長が判断した場合は、評定を無記載とする。評定が無記載となる教科のある者の合格者の決定手順は実施
要項で別途定めている。

28 兵庫県

・登校する意志があるにもかかわらず、やむを得ない事由により中学校における第３学年の出席日数が40日未満の者につい
て、資料が整わないために評定が困難な場合は、当該生徒の各教科に対する関心・意欲や知識・理解の程度等を勘案して評
価の高いものをａとし、以下順にｂ、ｃ、ｄ、ｅの記号を用いて５段階の評定を行い、その評定を朱書するとともに、「参
考事項」の欄に「ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評定」と朱書する。この場合、中学校長からの副申書及び中学校長印を押印した本人
自筆の自己申告書を調査書に添えて提出することとする。

29 奈良県

入学者選抜実施要項にて、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、生徒が中学校に登校した
くともできない状況にある生徒で、評定を付けることが難しい生徒に対して、「中学校長は副申書（様式３）を作成し、調
査書と併せて高等学校へ提出してください。副申書には、学習成績の記入が困難な事由及び学校としての指導の経緯等を記
載し、医師の診断書やカウンセラーとの相談の記録等の資料を、必ず添付してください。」と定めている。

30 和歌山県 当該生徒の状況を総合所見欄に記入させる。また、副申書も提出できることとしている。

31 鳥取県
長期欠席等の生徒が不必要な不安感を抱くことなく、安心して志願することができるようにすることをねらいとし、希望す
る者は自己申告書を提出できるものとしている。

32 島根県

志願者は，いずれかの学年で欠席日数が30日以上ある場合や，すでに中学校等を卒業している場合に，自己申告書を提出す
ることができる。
中学校は，長期欠席などにより学習の記録欄，総合的な学習の時間の記録欄，特別活動の記録欄等について記入できない部
分がある場合には斜線を引き，その理由を校長副申書に記述し，添付する。

33 岡山県 自己申告書を提出すると、面接が行われ、状況によっては、学力検査や面接等の結果を重視した選抜が行われる。
34 広島県
35 山口県 不登校の者が受検しやすい、多部制定時制課程の学科を設置している。
36 徳島県
37 香川県 校長会等において、在籍する学校における出席の状況のみをもって不利益な取り扱いをしないよう、配慮を求めている。

38 愛媛県
年間30日以上の長期欠席のある入学志願者は、本人の希望により、欠席の理由等を記載した自己申告書を入学願書に添え、
志願先高等学校長に提出することができる。

39 高知県

40 福岡県
【県立・古賀高等学校組合立】受検者の状況を総合的に捉えることができるように、良い面については積極的に記載しても
らうようにしている。

41 佐賀県 全日制2校に、不登校経験等のある生徒を対象とした募集枠を設けており、調査書は点数化しないこととしている。
42 長崎県

43 熊本県
出願者のうち、欠席日数が１年間で３０日以上の者については、自己申告書を提出することができる。ただし、３０日未満
の日数であっても希望する者は提出することができる。

44 大分県

45 宮崎県
評価は可能な範囲で行い、評価がない場合には、空欄で対応する。生徒の状況、詳細等については、可能な範囲で「総合所
見及び指導上参考となる諸事項」の欄に文章で補足する

46 鹿児島県
47 沖縄県 提出された自己申告書については、選抜資料として加え、総合的に判断する際の資料として活用している。

No. 都道府県
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(4)外国語の外部試験の結果を用いた選抜①

No. 都道府県 ア　実施している イ　実施していない

1 北海道 〇

2 青森県 〇

3 岩手県 〇

4 宮城県 〇

5 秋田県 〇

6 山形県 〇

7 福島県 〇

8 茨城県 〇

9 栃木県 〇

10 群馬県 〇

11 埼玉県 〇

12 千葉県 〇

13 東京都 〇

14 神奈川県 〇

15 新潟県 〇

16 富山県 〇

17 石川県 〇

18 福井県 〇

19 山梨県 〇

20 長野県 〇

21 岐阜県 〇

22 静岡県 〇

23 愛知県 〇

24 三重県 〇

25 滋賀県 〇

26 京都府 〇

27 大阪府 〇

28 兵庫県 〇

29 奈良県 〇

30 和歌山県 〇

31 鳥取県 〇

32 島根県 〇

33 岡山県 〇

34 広島県 〇

35 山口県 〇

36 徳島県 〇

37 香川県 〇

38 愛媛県 〇

39 高知県 〇

40 福岡県 〇

41 佐賀県 〇

42 長崎県 〇

43 熊本県 〇

44 大分県 〇

45 宮崎県 〇

46 鹿児島県 〇

47 沖縄県 〇

6 41

一般入試の合否の判定に際して外国語の外部試験（英検等）の結果を活用すること

計
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

 (4)外国語の外部試験の結果を用いた選抜②

一般入試の合否の判定に際して外国語の外部試験（英検等）の結果を活用すること

実施学校数 学校・学科・コース名等 実施方法（外部試験名・活用方法等）

1 北海道
2 青森県
3 岩手県
4 宮城県
5 秋田県
6 山形県
7 福島県
8 茨城県
9 栃木県
10 群馬県

11 埼玉県 142
各高校が定める選抜基準に外国語の外部試験の
記載がある高校

各高校が定める選抜基準において評価する資格等を公表し、調査書の「その
他」の欄には、取得資格・文化活動・ボランティア活動等について、顕著な
具体的事項がある場合、記入することとしている。調査書に記載された取得
資格の内、各高校が定める選抜基準に記載されたものが評価され得点化され
る。

12 千葉県 39

千葉女子、千葉商業、千葉南、千葉北、柏井、
犢橋、八千代、津田沼、船橋、船橋東、船橋啓
明、船橋二和、船橋法典、船橋北、市川東、市
川南、浦安、浦安南、鎌ケ谷西、柏の葉、流山
北、清水、関宿、我孫子東、成田北、下総、佐
原、匝瑳、松尾、成東、東金商業、長生、茂
原、木更津、市原緑、市立稲毛、市立船橋、市
立松戸、佐倉南高校

調査書に記載された外国語の外部試験（英検等）について、得点化または総
合的に判定する際の参考とする学校がある。

13 東京都 169

学力検査を実施する都立高等学校のうち、通信
制課程及びチャレンジスクール、エンカレッジ
スクール、英語学力検査を実施しない学校を除
く。

11月に実施する中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）のＡからＦまでの
６段階の評価を点数化し、学力検査点及び調査書点の合計に加算して総合得
点とする。

14 神奈川県
15 新潟県
16 富山県
17 石川県
18 福井県
19 山梨県
20 長野県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県
25 滋賀県
26 京都府

27 大阪府 148
英語の学力検査を行っているすべての学校、学
科

TOEFL iBT、IELTS及び実用英語技能検定（英検）のスコア等に応じて、英語
の学力検査の点数を保障する。

28 兵庫県

29 奈良県 6

・奈良商工高校（全学科）
・二階堂高校（全学科）
・商業高等学校（全学科）
・宇陀高等学校（全学科）
・国際高等学校（全学科）
・奈良市立一条高等学校（全学科）

＜活用方法＞調査書成績に加算
・実用英語技能検定３級以上
・実用英語技能検定準２級以上（CEFR A2レベル）

30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県

33 岡山県 16

岡山一宮高校・理数科
岡山城東高校・普通科・国際教養分野
岡山南高校・国際経済科
岡山御津高校・キャリアデザイン科
倉敷天城高校・理数科
玉島高校・理数科
倉敷鷲羽高校・普通科、ビジネス科
玉野光南高校・情報科
井原高校・普通科、地域生活科
総社南高校・普通科・国際分野
備前緑陽・総合学科
邑久高校・普通科、生活ビジネス科
勝山高校・普通科
鴨方高校・総合学科
和気閑谷高校・普通科、キャリア探求科
矢掛高校・普通科、地域ビジネス科

２月に実施する特別入学者選抜において、募集定員の一部について、学力検
査の結果が一定以上にあれば、あらかじめ示した実績を重視して選抜を行う
ことができるとしており、この16校が英語検定２級以上又は準２級以上又は
英語検定３級以上等の実績を重視して選抜を行うことを実施要項において示
している。

34 広島県
35 山口県
36 徳島県
37 香川県
38 愛媛県
39 高知県
40 福岡県
41 佐賀県
42 長崎県
43 熊本県
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

520

No. 都道府県
一般入試

計
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

　(5)一般入試における面接、小論文・作文、実技検査等

ア イ ウ ア イ ウ ア イ ウ ア イ ウ ア イ ウ

1 北海道 〇 〇 〇 〇 〇
2 青森県 〇 〇 〇 〇 〇
3 岩手県 〇 〇 〇 〇 〇
4 宮城県 〇 〇 〇 〇 〇
5 秋田県 〇 〇 〇 〇 〇
6 山形県 〇 〇 〇 〇 〇
7 福島県 〇 〇 〇 〇 〇
8 茨城県 〇 〇 〇 〇 〇
9 栃木県 〇 〇 〇 〇 〇
10 群馬県 〇 〇 〇 〇 〇
11 埼玉県 〇 〇 〇 〇 〇
12 千葉県 〇 〇 〇 〇 〇
13 東京都 〇 〇 〇 〇 〇
14 神奈川県 〇 〇 〇 〇 〇
15 新潟県 〇 〇 〇 〇 〇
16 富山県 〇 〇 〇 〇 〇
17 石川県 〇 〇 〇 〇 〇
18 福井県 〇 〇 〇 〇 〇
19 山梨県 〇 〇 〇 〇 〇
20 長野県 〇 〇 〇 〇 〇
21 岐阜県 〇 〇 〇 〇 〇
22 静岡県 〇 〇 〇 〇 〇
23 愛知県 〇 〇 〇 〇 〇
24 三重県 〇 〇 〇 〇 〇
25 滋賀県 〇 〇 〇 〇 〇
26 京都府 〇 〇 〇 〇 〇
27 大阪府 〇 〇 〇 〇 〇
28 兵庫県 〇 〇 〇 〇 〇
29 奈良県 〇 〇 〇 〇 〇
30 和歌山県 〇 〇 〇 〇 〇
31 鳥取県 〇 〇 〇 〇 〇
32 島根県 〇 〇 〇 〇 〇
33 岡山県 〇 〇 〇 〇 〇
34 広島県 〇 〇 〇 〇 〇
35 山口県 〇 〇 〇 〇 〇
36 徳島県 〇 〇 〇 〇 〇
37 香川県 〇 〇 〇 〇 〇
38 愛媛県 〇 〇 〇 〇 〇
39 高知県 〇 〇 〇 〇 〇
40 福岡県 〇 〇 〇 〇 〇
41 佐賀県 〇 〇 〇 〇 〇
42 長崎県 〇 〇 〇 〇 〇
43 熊本県 〇 〇 〇 〇 〇
44 大分県 〇 〇 〇 〇 〇
45 宮崎県 〇 〇 〇 〇 〇
46 鹿児島県 〇 〇 〇 〇 〇
47 沖縄県 〇 〇 〇 〇 〇

15 31 1 0 26 21 0 39 8 39 8 0 0 6 41計

【選択肢詳細】ア：全ての学校・形態の選抜で実施している、イ：一部の学校や、一部の形態の選抜
　　　　　　　のみで実施している、ウ：実施していない

No. 都道府県
①面接

②小論文・作文
（国語の問題の一部

の場合を除く）
③実技検査

④英語における
リスニングテスト

⑤英語における
口述試験
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

(6)一般入試における自己表現等

1 北海道 〇

2 青森県 〇

3 岩手県 〇

4 宮城県 〇

5 秋田県 〇 一般選抜において、集団面接で、そのような機会を設けている。

6 山形県 〇

7 福島県 〇

8 茨城県 〇

9 栃木県 〇

10 群馬県 〇

11 埼玉県 〇

12 千葉県 〇

13 東京都 〇

14 神奈川県 〇
面接における各校共通の評価の観点（入学希望の理由、中学校での教科
等に対する学習意欲、中学３年間での教科等以外の活動に対する意欲）
とそれ以外の「学校ごとの観点」を合わせて面接を実施している。

15 新潟県 〇

16 富山県 〇

17 石川県 〇

18 福井県 〇

19 山梨県 〇 〇
ア：北杜市立（面接試験において口頭の質問を実施）、イ：県立及び甲
府市立

20 長野県 〇

21 岐阜県 〇

22 静岡県 〇

23 愛知県 〇

24 三重県 〇

・一般選抜（前期選抜、後期選抜）のうち、前期選抜において、全ての
志願者は「自己推薦書」を提出することとし、志望動機や自己PRを自由
に記載することとしている。
・一部の高校で、「自己表現」として、受検者が自由に自己PRを行う検
査を実施している。

25 滋賀県 〇

26 京都府 〇

27 大阪府 〇

志願者に「あなたは、中学校等の生活（あるいはこれまでの人生）でど
んな経験をし、何を学びましたか。また、それを高等学校でどのように
生かしたいと思いますか。できるだけ具体的に記述してください。」を
テーマとした自己申告書を作成させ、出願時に提出させている。

28 兵庫県 〇

29 奈良県 〇

30 和歌山県 〇

31 鳥取県 〇

すべての生徒に対して面接を実施しているので、中学校までで頑張って
きたことや高等学校で頑張りたいこと等を質問項目としていることは考
えられる。（ただし、中学校時代のことを思い出したくない志願者もい
ることが予想されるので、多くの学校で高等学校で頑張りたいことを聞
くようにしていることが考えられる。）

32 島根県 〇

33 岡山県 〇 面接の中で設定している。

34 広島県 〇

令和５年度入学者選抜から全ての志願者を対象に面談方式による「自己
表現」を実施している。
「自己表現」では、自分自身のこと（得意なことやこれまで取り組んで
きたことなど）や高等学校に入学した後の目標などについて、自分で選
んだ言葉や方法で表現することとしている。

全ての志願者に対する自分自身を表現することができる機会について

No. 都道府県
ア 実施し
ている

イ 実施し
ていない

アの具体的な内容
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Ⅱ．選抜方法

１．調査書・その他の学習評価、入学選抜方法等の実施状況

(6)一般入試における自己表現等

全ての志願者に対する自分自身を表現することができる機会について

No. 都道府県
ア 実施し
ている

イ 実施し
ていない

アの具体的な内容

35 山口県 〇

36 徳島県 〇

37 香川県 〇

面接において、入学志願者の「進学の目的、高校生活への期待及び将来
の希望等進路に関する事項」や「中学校時代にいちばん力を注いだこ
と、印象に残ったこと及び総合的な学習の時間における学習活動など学
校内外での活動に関する事項」について質問している。

38 愛媛県 〇

39 高知県 〇

全日制及び多部制単位制昼間部において定員の１００％を募集するA日程
（一般入試）では、入学願書出願時に、校内外における活動など自分を
アピールできることがらや、高等学校を志願する動機や理由などについ
て志願者本人が書いた志願理由書を全員に提出させており、それをもと
にして、全ての高等学校で面接を実施している。

40 福岡県 〇

41 佐賀県 〇

42 長崎県 〇

43 熊本県 〇

44 大分県 〇

45 宮崎県 〇

46 鹿児島県 〇

47 沖縄県 〇

10 38計
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Ⅱ．選抜方法

２．志願者数が定員に満たない場合の対応等

　(1)志願者数が定員に満たない場合の合否の決定に関する方針（アとイについては複数回答可）

1 北海道 〇 〇
2 青森県 〇
3 岩手県 〇
4 宮城県 〇
5 秋田県 〇
6 山形県 〇
7 福島県 〇
8 茨城県 〇
9 栃木県 〇 〇
10 群馬県 〇
11 埼玉県 〇 〇
12 千葉県 〇
13 東京都 〇
14 神奈川県 〇
15 新潟県 〇
16 富山県 〇※注1 〇※注1
17 石川県 〇
18 福井県 〇
19 山梨県 〇※注２ 〇※注２
20 長野県 〇 〇
21 岐阜県 〇
22 静岡県 〇
23 愛知県 〇
24 三重県 〇
25 滋賀県 〇
26 京都府 〇
27 大阪府 〇
28 兵庫県 〇 〇
29 奈良県 〇
30 和歌山県 〇 〇
31 鳥取県 〇
32 島根県 〇
33 岡山県 〇 〇
34 広島県 〇
35 山口県 〇
36 徳島県 〇
37 香川県 〇
38 愛媛県 〇
39 高知県 〇
40 福岡県 〇※注３ 〇※注３ 〇※注３
41 佐賀県 〇 〇
42 長崎県 〇
43 熊本県 〇
44 大分県 〇
45 宮崎県 〇
46 鹿児島県 〇
47 沖縄県 〇

23 16 20

No. 都道府県

ア　文書、口頭、申し合わせ等
により、原則として定員内不合
格を出さないよう取り扱ってい

る

イ　定員内不合格を出す場合、
教育委員会との協議を要するこ

ととしている

ウ　各校長の判断に委ねられて
いる

※注１　イは全日制、ウは定時制・通信制
※注２　市立高等学校1校がアに該当。
※注３　アは県立高等学校、イは市立高等学校、ウは組合立高等学校。

計
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Ⅱ．選抜方法

２．志願者数が定員に満たない場合の対応等

　(2)令和５年度高等学校入学者選抜における定員内不合格となった者の数（延べ数）

　(4)令和５年度高等学校入学者選抜における定員内不合格があった学校数（実数）

(2) (3) (4) (5)
1 北海道 0 0 0 0
2 青森県 33 10 13 8
3 岩手県 41 20 19 8
4 宮城県 38 7 16 6
5 秋田県 62 * 24 5
6 山形県 6 6 5 5
7 福島県 118 21 34 13
8 茨城県 28 6 18 5
9 栃木県 9 9 7 7
10 群馬県 28 7 16 4
11 埼玉県 0 0 0 0
12 千葉県 56 19 26 12
13 東京都 0 0 0 0
14 神奈川県 0 0 0 0
15 新潟県 16 * 5 1
16 富山県 33 6 6 4
17 石川県 7 7 3 3
18 福井県 11 * 6 2
19 山梨県 48 * 14 3
20 長野県 22 * 13 3
21 岐阜県 23 * 13 4
22 静岡県 70 17 33 12
23 愛知県 0 0 0 0
24 三重県 6 0 3 0
25 滋賀県 0 0 0 0
26 京都府 * 0 4 0
27 大阪府 0 0 0 0
28 兵庫県 0 0 0 0
29 奈良県 * 0 2 0
30 和歌山県 0 0 0 0
31 鳥取県 83 15 14 6
32 島根県 84 7 21 4
33 岡山県 56 34 19 17
34 広島県 64 7 25 5
35 山口県 111 50 26 20
36 徳島県 25 6 6 3
37 香川県 63 52 14 14
38 愛媛県 111 103 34 32
39 高知県 130 40 24 18
40 福岡県 153 22 35 12
41 佐賀県 54 12 15 8
42 長崎県 32 17 15 12
43 熊本県 * 0 2 0
44 大分県 26 * 9 3
45 宮崎県 57 36 17 11
46 鹿児島県 63 8 21 6
47 沖縄県 226 62 33 21

2004 631 610 297計

　(5)(4)のうち、最終の日程において実施される選抜において定員内不合格があった学校数
　　（全日制、定時制、通信制それぞれに関する「最終の日程において実施される選抜」で
　　　定員内不合格があった学校数の、合計。同じ学校の別の課程でそれぞれ定員内不合格
　　　が出ている場合は、重複を排し、１校と計上。）

　(3)(2)のうち、最終の日程において実施される選抜において定員内不合格となった者の数
　　（全日制、定時制、通信制それぞれに関する「最終の日程において実施される選抜」で
　　　定員内不合格となった者の数の、合計）（延べ数）

※(2)、(3)に関しては、回答が１～５の場合は、個人の特定を避けるため、＊と表記している。

No. 都道府県
令和５年度高等学校入学者選抜における定員内不合格について
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Ⅱ．選抜方法

２．志願者数が定員に満たない場合の対応等

　(6)定員内不合格に関して、所管の高等学校に対して行っている取組等

1 北海道

2 青森県

3 岩手県

4 宮城県

5 秋田県

6 山形県

7 福島県

8 茨城県

9 栃木県

10 群馬県

11 埼玉県

12 千葉県

13 東京都

14 神奈川県

15 新潟県

16 富山県
17 石川県

18 福井県

19 山梨県

20 長野県

21 岐阜県

22 静岡県

23 愛知県

24 三重県

25 滋賀県

26 京都府

27 大阪府

28 兵庫県

29 奈良県

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県

33 岡山県

34 広島県

35 山口県

36 徳島県

37 香川県

38 愛媛県

39 高知県

40 福岡県

41 佐賀県

42 長崎県

43 熊本県

44 大分県

45 宮崎県

46 鹿児島県

47 沖縄県

定員内不合格を出す可能性がある高等学校長から不合格の理由について聞き取り、事前協議を行っている。

学校への指示事項として、定員に満たない場合、できるだけ欠員を出さないよう配慮し、不合格を出す場合は事前に
県教育委員会に連絡して協議することとしている。

志願者数が定員内であって不合格者を出す可能性がある高等学校長は県教育委員会と入学許可候補者の発表前に事前
協議を行う。

校長会議等及び通知文書で、各学校の実態に応じて可能な限り入学許可候補者とし、定員の確保に努めるよう指導し
ている。また、定員内不合格があった学校の校長を対象に県教育委員会によるヒアリングを実施している。

選抜要領に、合格候補者については「募集人員に対して過不足のないように決定」と記載している。

定員内不合格を出した高等学校長に対してヒアリングを行い、定員内不合格を出さないように指導している。

入試説明会において、募集定員の確保について周知しており、定員内不合格者の多い学校に対して事情聴取を行って
いる。

No. 都道府県 定員内不合格に関して、所管の高等学校に対して行っている取組等

出願者が募集人員に満たない場合は、特別の支障がない限り全員を入学させるよう配慮することについて通知してい
る。なお、高等学校において定員内不合格を出す場合には、教育委員会に対し、協議に準じて相談することとしてい
る。

志願者数が定員に満たない場合は、全員を合格することが望ましい旨、文書や口頭により確認している。

県立学校長会議において、定員未満となる状況でありながら不合格とする場合には、その理由が適切に説明できるこ
とが必要であり、学ぶ意欲を有する生徒に対して、学びの場が十分に確保されることが非常に重要であることを周知
した。

校長会や入試事務説明会で、各学校において引き続き公平・公正に選抜する上で、受験生の学ぶ機会を保障する観点
から、可能な限り定員内不合格を出さないよう慎重に選抜を実施するように伝えている。

例年、各県立高等学校に対し、志願者の意思を十分に尊重し極力受け入れるように、通知している。

対象となるすべての学校ではないが、特に定員内不合格の多かった学校については、選抜の状況について校長に確認
した。

校長会等において、文書や口頭で、原則として定数内不合格を出すことのないように周知している。

入学者選抜実施要項において、「総合点の高い者から順に募集人員を満たすように合格者を決定する。」と定めてい
る。

原則として定員内不合格を出さないよう指導している。

定員内不合格がある高校に、その理由について聞き取りを行っている。

できるだけ定員内不合格を出さないよう依頼し、定員内不合格者が出そうな場合は、事前に教育委員会に連絡して協
議することとしている。

定員内不合格があった学校については、校長に定員内不合格となった理由の聴き取りを行っている。

各高等学校には通知文や校長会等で、公教育の立場から、定員内不合格が無く、多くの生徒が入学できるように十分
な配慮を行うよう指導している。

定員内不合格については留意するよう、県立高等学校全てに通知文を出している。（Ｒ５．２）

2(1)の回答のとおり、本県の対応については、「各校長の判断に委ねられている」が、県教育委員会としては、県立
高等学校入学者選抜における定員の確保に関する通知文（令和５年３月５日付け）を出し、入学意思のある受検生へ
学ぶ機会を提供することの重要性を認識し、より一層の定員の確保に努めるよう、各学校に求めている。

定員内の不合格者は極力出さないよう、また、学ぶ意欲のある生徒については積極的に受け入れるよう特段の配慮を
各高等学校長に求めている。

それぞれの選抜において、定員内不合格となった理由の聞き取りをおこなっている。

校長会等において、高校で学びたいという意欲を有する者には、できる限り一人でも多く、高校教育を受ける機会が
与えられるよう、特段の配慮を求めている。

県立学校長会等を通じて、選考においては、可能な限り定員内不合格を出さないよう周知している。また、定員内不
合格を出す場合には、教育委員会との協議の中で、その理由が真にやむを得ない理由であるか詳細に聞き取ってい
る。

【県立】毎年度、入学者選抜終了後、定員内不合格を生じた全学校に対しては、どのような理由により定員内不合格
が生じたのか調査を実施している。その結果を踏まえ、さらに詳しい説明が必要であると判断される学校について
は、個別にヒアリングを行っている。

「合格者の判定に当たっては，受検生の意欲・中学在学中の努力の成果や活動経験など幅広い観点から判断するよ
う」通知し，受検者に対する就学の機会を積極的に提供するよう依頼している。また，定員内不合格を出した学校に
対しては，その理由等の聞き取りをしている。
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配
慮

点 字 解 答 に 変 更

点 字 解 答 に 変 更

チ ェ ッ ク 解 答 に 変 更

チ ェ ッ ク 解 答 に 変 更

代 筆 に よ る 解 答 に 変 更

代 筆 に よ る 解 答 に 変 更

解 答 方 法 に 変 更 な し （ 時 間 延 長 の み ）

拡 大 鏡 等 の 持 参 使 用

照 明 器 具 の 持 参 使 用

特 製 机 ・ 椅 子 の 持 参 使 用

車 椅 子 の 持 参 使 用

杖 の 持 参 使 用

拡 大 文 字 問 題 冊 子 の 配 布

照 明 器 具 の 試 験 場 側 で の 準 備

手 話 通 訳 士 等 の 配 置

注 意 事 項 等 の 文 書 に よ る 伝 達

リ ス ニ ン グ の 免 除

試 験 室 入 口 ま で の 付 添 者 の 同 伴

介 助 者 の 配 置

問 題 文 等 へ の ル ビ 振 り

面 接 で の 話 し 方 の 配 慮

休 憩 時 間 の 延 長

試 験 時 間 中 の 薬 の 服 用

吸 入 器 の 持 参 使 用

そ の 他

有
無

有
無

有
無

有

１
視
覚
障
害

14
7

13
2

13
6

2
0

0
0

0
2

22
0

44
61

39
0

0
5

1
0

79
0

0
2

0
3

1
8

5
3

8
4

1
0

0
0

3
問
題
用
紙
の
閲
覧
に
使
用

19

板
書
の
色
の
配
慮
、
遮
光
眼
鏡
(サ
ン

グ
ラ
ス
)の
使
用
、
遮
光
カ
ー
テ
ン
の

設
置
、
解
答
欄
付
き
問
題
用
紙
の
使

用

11
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

２
聴
覚
障
害

88
4

68
1

84
3

0
0

0
0

0
0

5
1

55
0

23
6

0
0

25
3

1
0

0
1

0
2

46
15

10
3

5
1

1
3

0
14
0

27
1

1
0

0
-

10
5
補
聴
援
助
機
器
の
使
用
、
面
接
官
が

透
明
マ
ス
ク
を
使
用
し
、
口
元
の
見
え

る
形
で
面
接
を
実
施

41
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

３
知
的
障
害

13
7

74
13
5

0
0

1
4

5
1

9
0

12
50

0
0

1
1

2
0

11
0

0
2

0
1

7
13

1
11

10
5

30
7

0
1

2
0

-
11

解
答
欄
付
き
問
題
用
紙
の
使
用

2
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

４
肢
体
不
自
由

25
6

22
0

24
9

0
0

1
0

6
1

44
53

51
12
5

1
0

0
31

74
20

10
0

0
0

0
1

38
46

16
2

1
2

9
7

0
0

4
解
答
の
入
力
に
使
用

83
会
場
へ
の
自
家
用
車
乗
り
入
れ
の
許

可
、
介
助
員
の
同
行
を
許
可
、
拡
大

解
答
用
紙
の
使
用

7
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

５
病
弱
・身
体
虚
弱

41
7

33
7

40
7

0
0

0
0

1
0

6
40

76
24
4

0
0

0
7

9
4

7
0

0
1

0
2

11
11

19
0

4
4

24
1

43
5

2
解
答
の
入
力
に
使
用

17
4
院
内
受
検
の
許
可
、
補
食
の
許
可
、

イ
ン
ス
リ
ン
注
射
の
許
可
及
び
場
所

の
確
保

10
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

６
言
語
障
害

20
2

14
9

20
1

0
0

0
0

0
0

12
0

6
29

1
0

0
0

0
0

3
0

0
2

0
0

0
0

0
0

84
98

36
2

0
0

3
面
接
時
の
筆
談
用
に
使
用

8
筆
談
で
の
面
接
の
実
施

1
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

７
情
緒
障
害

40
8

31
4

39
4

0
0

0
0

0
0

4
17

81
21
9

0
0

2
2

2
0

0
0

0
1

0
1

11
5

6
0

1
54

87
3

9
0

2
解
答
の
入
力
に
使
用

72
筆
談
具
の
使
用

14
当
日
欠
席

８
自
閉
症
※
２

30
7

22
6

29
9

0
0

1
1

0
0

39
0

36
17
5

1
0

1
0

0
0

19
0

0
0

0
2

5
3

1
8

59
19

50
0

2
1

1
解
答
の
入
力
に
使
用

51
耳
栓
の
着
用
の
許
可

8
当
日
欠
席

９
学
習
障
害
（L
D
）

38
8

26
5

35
9

0
0

0
0

0
0

97
1

6
16
6

6
0

0
0

0
0

79
0

0
2

0
0

0
2

1
33

22
9

16
6

0
0

0
15

解
答
の
入
力
に
使
用

31

拡
大
解
答
用
紙
の
使
用
、
読
む
部
分

だ
け
が
見
え
る
自
助
具
（ス
リ
ッ
ト
等
）

の
使
用
の
許
可
、
フ
ォ
ン
ト
の
変
更
、

問
題
及
び
解
答
用
紙
の
色
の
変
更

29
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

１
０
注
意
欠
陥
多
動
性
障
害
（A
D
H
D
）

12
7

10
2

11
6

0
0

0
0

0
0

27
0

7
68

0
0

0
0

0
0

9
0

0
0

0
0

1
0

0
3

38
12

4
1

0
0

0
-

16
イ
ヤ
ー
マ
フ
の
着
用
、
耳
栓
の
着
用

の
許
可

11
申
請
者
か
ら
の
取
下
げ

１
１
そ
の
他
（障
害
種
不
明
等
）※
３

10
04

65
4

98
2

0
0

0
0

1
1

32
31

12
2

42
6

6
0

5
6

19
24

15
0

0
5

0
4

8
25

8
1

10
4

46
70

18
16

3
2

オ
ン
ラ
イ
ン
面
接
に
使
用
、
解
答
の

入
力
に
使
用

27
2
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
使
用
、
帽
子
等
の
着
用

の
許
可

22
当
日
欠
席

42
77

31
54

41
21

2
0

3
5

13
5

29
7

14
3

99
1

17
99

54
0

26
2

53
10
7

48
23
3

0
2

61
15

11
7

87
11
4

58
64

63
3

42
5

32
1

33
72

11
32

－
84
2
－

15
6
－

.
.

●
入
学
者
選
抜
実
施
要
項
等
に
お
い
て
示
し
て
い
る
「
受
検
上
の
配
慮
」
に
つ
い
て
（
複
数
回
答
可
）

①
　
申
請
時
期

②
　
申
請
受
付
期
間

③
　
申
請
先

④
　
医
師
の
診
断
書
の
提
出

⑤
　
決
定
方
法

⑥
　
申
請
に
対
す
る
回
答
時
期

⑦
　
再
申
請
の
機
会

⑧
　
具
体
的
な
取
組

0
ア
．
９
月

10
ア
．
１
～
２
週
間
程
度

1
ア
．
中
学
校

24
ア
．
必
要
に
応
じ
て
提
出

16
ア
．
中
学
校
や
高
等
学
校
等
と
協
議
の
上
、
教
育
委
員
会
が
決
定

15
ア
．
概
ね
試
験
日
の
１
～
２
週
間
前

8
ア
．
設
け
て
い
る
。

1
6
ア
．
本
人
や
保
護
者
に
対
し
て
申
請
の
流
れ
等
を
示
す
資
料
を
配
布
し
て
い
る
。

2
イ
．
１
０
月

1
イ
．
３
～
４
週
間
程
度

38
イ
．
高
等
学
校

6
イ
．
必
ず
提
出

25
イ
．
中
学
校
や
教
育
委
員
会
等
と
協
議
の
上
、
高
等
学
校
が
決
定

3
イ
．
概
ね
試
験
日
の
３
～
４
週
間
前

39
イ
．
設
け
て
い
な
い
。

7
イ
．
相
談
窓
口
を
設
置
し
、
そ
の
こ
と
を
本
人
や
保
護
者
に
周
知
し
て
い
る
。

4
ウ
．
１
１
月

6
ウ
．
１
～
２
か
月
程
度

11
ウ
．
教
育
委
員
会

17
ウ
．
提
出
は
求
め
て
い
な
い
。

8
ウ
．
そ
の
他

3
ウ
．
概
ね
試
験
日
の
１
～
２
か
月
前

1
3
ウ
．
具
体
的
な
配
慮
の
例
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
紹
介
し
て
い
る
。

11
エ
．
１
２
月

4
エ
．
３
～
４
か
月
程
度

0
エ
．
概
ね
試
験
日
の
３
～
４
か
月
前

3
3
エ
．
突
発
的
な
事
故
に
よ
り
配
慮
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
な
体
制
を
取
っ
て
い
る
。

11
オ
．
１
月

1
オ
．
５
～
６
か
月
程
度

ウ
．

0
オ
．
概
ね
試
験
日
の
５
～
６
か
月
前

1
9
オ
．
そ
の
他

16
カ
．
２
月

26
カ
．
示
し
て
い
な
い
。

そ
の
他
の

27
カ
．
示
し
て
い
な
い
。

7
キ
．
３
月

具
体
的
内
容

17
ク
．
示
し
て
い
な
い
。

計

※
１
　
特
別
支
援
学
校
及
び
特
別
支
援
学
級
等
に
在
籍
す
る
者
の
ほ
か
、
障
害
に
よ
り
受
検
上
何
ら
か
の
特
別
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
者
を
含
む
。

　
　
　
障
害
に
つ
い
て
は
、
「障
害
の
あ
る
子
供
の
教
育
支
援
の
手
引
」（
令
和
３
年
６
月
）を
参
照
と
し
、
医
師
等
の
診
断
の
有
無
は
問
わ
な
い
。

　
　
　
複
数
の
障
害
を
合
わ
せ
有
す
る
場
合
は
、
主
た
る
障
害
種
に
計
上
。

※
本
デ
ー
タ
は
、
都
道
府
県
よ
り
提
出
さ
れ
た
調
査
票
を
文
部
科
学
省
特
別
支
援
教
育
課
に
お
い
て
精
査
、
集
計
し
て
い
る
。

※
３
　
１
～
１
０
に
該
当
し
な
い
場
合
や
障
害
種
が
不
明
な
場
合
等
は
、
全
て
「１
１
そ
の
他
（障
害
種
不
明
等
）」
に
計
上
。

基
本
的
に
は
高
等
学
校
が
決
定
す
る
が
、
障
害
の
程
度
や
配
慮
の
内

容
に
よ
っ
て
は
教
育
委
員
会
で
判
断
す
る
。

オ
．

そ
の
他
の
具
体
的
な

内
容

入
試
説
明
会
に
お
い
て
周
知
し
て
い
る
。

※
２
　
高
機
能
自
閉
症
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
を
含
む
。

（ ３ ① ） 配 慮 を 行 わ な か っ た 生 徒 の 数

●
令
和
５
年
度
入
学
者
選
抜
に
お
け
る
「
障
害
の
あ
る
生
徒
※
１
」
に
対
す
る
受
検
上
の
配
慮
の
状
況
に
つ
い
て

（
１
）
実
際
に
配
慮
を
行
っ
た
人

数
等

（
２
）
実
際
に
行
っ
た
配
慮
の
内
容

（
１
③
）
に
つ
い
て
実
際
に
行
っ
た
配
慮
に
つ
い
て
、
行
っ
た
人
数
。
複
数
の
配
慮
を
行
っ
た
場
合
は
す
べ
て
に
計
上
。

（
３
）
配
慮
を
行
わ
な
か
っ
た
理
由
等

申
請
が
あ
っ
た
も
の
の
配
慮
を
行
わ
な
か
っ
た
生

徒
の
数
・
理
由
。
申
請
が
あ
っ
た
配
慮
の
う
ち
一

部
で
も
配
慮
し
て
い
れ
ば
該
当
し
な
い
も
の
と
し

て
い
る
。

解
答
方
法
や
試
験
時
間
に
関
す
る
配
慮

試
験
室
や
座
席
に
関
す
る
配
慮

持
参
し
て
使
用
す
る
も
の
に
関
す
る
配
慮

そ
の
他
の
配
慮

（ ３ ② ） 「 配 慮 を 行 わ な か っ た 場 合 」 の 具 体 的 な 理

由

試
験
時
間
の
延
長

「 I C T 機 器 （ P C ・ タ ブ レ ッ ト 等 ） の 使 用 」 の 具

体 的 な 内 容

リ ス ニ ン グ に お け る 音 声 聴 取 の 方 法 の 変 更

特 製 机 ・ 椅 子 の 試 験 場 側 で の 準 備

「 そ の 他 」 の 場 合 の 具 体 的 な 内 容

（ １ ① ） 実 際 に 申 請 を 行 っ た 生 徒 の 数

（ 保 護 者 等 に よ る 申 請 も 含 む ）

（ １ ② ） 実 際 に 配 慮 を 行 っ た 学 校 数

窓 側 の 明 る い 座 席 を 指 定 、 座 席 を 試 験 室 の 出 入 口 に

近 い と こ ろ に 指 定 す る な ど 座 席 の 指 定

別 室 の 設 定

補 聴 器 又 は 人 工 内 耳 の 装 用 （ コ ー ド 含 む ）

問 題 文 等 の 読 み 上 げ （ 音 声 も 含 む ）

面 接 方 法 の 変 更 （ 集 団 か ら 個 人 面 接 に 変 更 、 筆 談 で

の 対 応 等 ）

I C T 機 器 （ P C ・ タ ブ レ ッ ト 等 ） の 使 用

（ １ ③ ） 実 際 に 配 慮 を 受 け た 生 徒 の 数

洋 式 ト イ レ 又 は 障 害 者 用 （ 多 目 的 ） ト イ レ に 近 い 試

験 室 で 受 検

3
3



Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

(1)帰国生徒①

ア 学力検査の検
査教科を軽減して
いる

イ 学力検査の検
査教科は同一と
し、基礎的・基本
的な問題を出題

ウ 学力検査を実
施しない

エ 特別な配慮等
は実施しない

オ その他

1 北海道 0 0 0 218 1
2 青森県 0 0 0 0 46
3 岩手県 0 0 0 0 64
4 宮城県 0 0 0 0 74
5 秋田県 0 0 0 0 45
6 山形県 0 0 0 0 43
7 福島県 0 0 0 66 7
8 茨城県 0 0 0 0 92
9 栃木県 58 0 0 0 2
10 群馬県 64 0 0 0 0
11 埼玉県 137 0 0 5 0
12 千葉県 20 0 0 1 107
13 東京都 0 0 0 12 169
14 神奈川県 8 0 0 142 0
15 新潟県 82 0 0 0 0
16 富山県 0 0 0 5 34
17 石川県 0 0 0 0 45
18 福井県 25 0 0 0 0
19 山梨県 28 0 0 1 0
20 長野県 0 0 0 0 79
21 岐阜県 63 0 0 3 0
22 静岡県 0 0 0 73 15
23 愛知県 0 0 0 153 8
24 三重県 0 0 0 34 22
25 滋賀県 0 0 0 0 45
26 京都府 0 0 0 0 55
27 大阪府 22 0 0 0 126
28 兵庫県 0 0 0 141 12
29 奈良県 0 0 0 27 3
30 和歌山県 0 0 0 33 0
31 鳥取県 24 0 0 0 0
32 島根県 0 0 0 0 36
33 岡山県 0 0 4 2 56
34 広島県 81 0 0 7 0
35 山口県 0 0 0 0 48
36 徳島県 0 0 0 0 28
37 香川県 0 0 0 0 30
38 愛媛県 0 0 0 0 44
39 高知県 0 0 0 0 32
40 福岡県 0 0 0 2 101
41 佐賀県 32 0 0 0 0
42 長崎県 0 0 57 0 0
43 熊本県 48 0 0 0 1
44 大分県 0 0 0 0 39
45 宮崎県 0 0 0 0 36
46 鹿児島県 0 0 0 0 68
47 沖縄県 0 0 0 0 59

692 0 61 925 1,672

No. 都道府県

①帰国生徒に対する入学者選抜の状況（学校数）

計
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(1)帰国生徒②－１

ア　出題文の漢
字にルビを振る

イ　辞書の持ち
込みを許可する

ウ　学力検査時
間の延長

エ　外国語によ
る回答を許可す
る

オ　その他

1 北海道 1 0 0 0 1
2 青森県 0 0 0 0 46
3 岩手県 0 0 0 0 64
4 宮城県 0 0 0 0 74
5 秋田県 0 0 0 0 45
6 山形県 0 0 0 0 43
7 福島県 0 0 0 0 7
8 茨城県 0 0 0 0 92
9 栃木県 0 0 0 0 2
10 群馬県 0 0 0 0 64
11 埼玉県 0 0 0 0 0
12 千葉県 0 0 0 0 127
13 東京都 0 0 0 0 169
14 神奈川県 0 0 0 0 0
15 新潟県 0 0 0 0 0
16 富山県 0 0 0 0 34
17 石川県 45 0 0 0 0
18 福井県 0 0 0 0 0
19 山梨県 0 0 0 0 0
20 長野県 79 0 79 0 79
21 岐阜県 0 0 0 0 0
22 静岡県 0 0 0 0 15
23 愛知県 0 0 0 0 8
24 三重県 0 0 0 0 22
25 滋賀県 45 45 45 0 45
26 京都府 55 0 55 0 0
27 大阪府 148 148 148 0 148
28 兵庫県 0 0 0 0 12
29 奈良県 3 0 0 0 3
30 和歌山県 0 0 0 0 0
31 鳥取県 0 0 0 0 0
32 島根県 0 0 0 0 36
33 岡山県 53 0 0 0 3
34 広島県 0 0 0 0 0
35 山口県 48 0 48 0 0
36 徳島県 0 0 0 0 28
37 香川県 30 0 30 0 0
38 愛媛県 0 0 0 0 44
39 高知県 0 0 0 0 32
40 福岡県 0 0 101 0 101
41 佐賀県 32 0 32 0 0
42 長崎県 0 0 0 0 0
43 熊本県 0 0 0 0 1
44 大分県 39 0 39 0 39
45 宮崎県 0 0 0 0 36
46 鹿児島県 68 0 68 0 0
47 沖縄県 0 0 0 0 59

646 193 645 0 1,479

No. 都道府県

①帰国生徒に対する入学者選抜の状況（学校数）

「オ　その他」に該当する内容

計
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

(1)帰国生徒②－２

①帰国生徒に対する入学者選抜の状況

②「オ　その他」の場合の具体的内容

1 北海道

市立札幌大通高校は、一般入学者選抜の前期において学力検査を実施しているが、自己
推薦及び後期の選抜においては学力検査を実施していない。後期は、面接及び作文を実
施し、海外帰国生徒等に該当する場合は、高等学校長と事前協議の上、英語・中国語・
ハングル・ロシア語等により「作文」を提出することができる。また、自己推薦におい
ては、海外帰国生徒等枠で出願する場合は、高等学校長と事前協議の上、英語・中国
語・ハングル・ロシア語等により「自己推薦書」及び「作文」を提出することができ
る。

2 青森県 海外帰国生徒の選抜に当たっては、海外経験を十分考慮して行うこととしている。

3 岩手県
本人の状況に応じた対応を検討する。（過去には出題文の漢字にルビを振る対応を行っ
た）

4 宮城県

海外帰国者の場合、海外滞在が１年以上で、帰国後３年未満の場合は、必要に応じて以
下のような配慮を行うことができる。
イ 学力検査及び面接等の実施の参考とするため、事前に面接、作文等を行い、日本語
の能力をみること。
ロ イの結果などにより、学力検査において、教科数を減じたり、個々の日本語の能力
に応じて実施時間を延長したりすること。
ハ その他選抜において、特に必要なことについて配慮すること。

5 秋田県

志願先高等学校長は、選抜に当たって次のような配慮をすることができる。
(1)学力検査等実施の参考とするため、事前に面接、作文等を行って、日本語能力をみる
こと
(2)(1)の結果や生徒の海外での学習状況等を考慮して、学力検査の時間を延長すること
等

6 山形県 「その他事情等に配慮して選抜を行うこと。」としている。

7 福島県
「外国人生徒等に係る特別枠選抜」を実施する。
英語（又は自国語）又は日本語による作文と面接を実施する。
校長の判断により、基礎学力検査を課すことができる。

8 茨城県 学力検査の検査教科を軽減し、面接を行う。

9 栃木県
学力検査は行わず、面接をもってこれに代える。ただし、高等学校長の判断によって、
学校独自検査及び作文を行うことができる。

10 群馬県
後期選抜において学力検査を実施する教科は、「国語」、「数学」及び「英語」とし、
別室にて、「社会」の時間は「作文」（題は各高等学校で準備する。）、「理科」の時
間は「面接」（学校によっては英語で行うこともある。）とする。

11 埼玉県

12 千葉県
入国又は帰国後３年以内で、海外現地校等で日本語の指導を十分に受けることができな
かった海外帰国生徒等については、学力検査問題にルビを振る配慮申請が可能。

13 東京都
国籍を問わず、日本語指導が必要な受検者は、入国後の在日期間に応じて、検査問題に
ルビを振ることや辞書を持ち込んだ上で検査時間を延長するなどの措置を申請すること
ができる。

14 神奈川県

15 新潟県

16 富山県 全日制の課程一般入学者選抜において、学力検査の他に面接を実施する。

17 石川県

18 福井県

19 山梨県

20 長野県
社会科に替えて面接を、国語に替えて作文を実施する。帰国後の年数により、ふりがな
付きの５教科の検査問題を実施（時間延長なし）することもある。

21 岐阜県

22 静岡県
15校においては、一般選抜と同じ日程で、特別選抜（海外帰国生徒選抜）も実施する。
学力検査の内容は一般選抜と同じ。

23 愛知県
８校では、特別選抜を実施し、試験教科を軽減している。なお、特別選抜で合格となら
なかった場合は、一般選抜の受検者として再度合否判定される。

24 三重県

・前期選抜は、一般の入学者選抜と同じ検査内容で実施する。
・後期選抜は、作文と面接を実施し、各高等学校長の判断により学力検査を課すことが
できる。作文と面接の使用言語については、母語（または英語）又は日本語により実施
できることとし、各高等学校長が定める。

No. 都道府県
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(1)帰国生徒②－２

①帰国生徒に対する入学者選抜の状況

②「オ　その他」の場合の具体的内容
No. 都道府県

25 滋賀県 特別検査場での受検

26 京都府

27 大阪府
国語において作文及び小論文形式の独立した問題が出題された場合はキーワードとなる
語に受験者が希望する外国語を併記する。

28 兵庫県
推薦入学による入学者の選抜において、国際に関する学科及び国際文化系コースについ
て、帰国生徒の事情を配慮しながら、総合的に合否の判定を行う。

29 奈良県 国語の代わりに、作文並びに面接を実施。

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県 受検生の申請に基づき、志願者と教育委員会で協議の上、特別措置の内容を判断する

33 岡山県 中学校等から提出される申請書によって、配慮事項を決定する。

34 広島県

35 山口県

36 徳島県
県内の公立高等学校２８校すべてにおいて、特別な配慮を必要とする受検生の申請・要
望があれば、受検先の学校長が適切に特別な配慮を決定することとしている。

37 香川県

38 愛媛県
当該者の海外現地学校在学その他海外経験等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し
講ずべき措置について協議し実施する。

39 高知県 個別に相談や要望等があれば協議の上対応

40 福岡県

・特別学力検査【20校】
　国語・数学・外国語（英語）の特別の学力検査を行うほか、作文及び面接を実施。
　検査期日及び選考結果通知を早期に設定。
・推薦入学の特例措置【5校】
　普通科国際文化コース及び英語科において、海外での経験等を通じて培った国際性等
を積極的に評価する。
・一般学力検査の特例措置【101校】
　学力検査時間の延長及び漢字振り仮名表の配布。

41 佐賀県 ①の検査教科の軽減と、②のア・ウを希望に応じて合わせて行っている。

42 長崎県

43 熊本県
配慮を行うが、高等学校通信制課程は、当該高等学校長が入学者選抜要項を定めるた
め、上記ア～エに当てはまらない。

44 大分県 時間延長による別室受験

45 宮崎県 申請により各学校と県教育委員会で配慮の内容を学校毎に決定する。

46 鹿児島県

47 沖縄県
配慮願により、受検生の状況や中学校における対応を確認し、ルビ振り、試験時間の延
長、面接における配慮等を実施。また、特別定員枠は設定していないが、定員等につい
ては弾力的に取り扱っている。
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(1)帰国生徒③

イ　特別定員枠を設定していない
（特別定員枠を設けていないが入
学を認める等の場合も含む）

学校数 入学者数 学校数

1 北海道 1 0 218
2 青森県 0 0 46
3 岩手県 0 0 64
4 宮城県 0 0 74
5 秋田県 0 0 45
6 山形県 0 0 43
7 福島県 7 2 66
8 茨城県 92 4 0
9 栃木県 0 0 60
10 群馬県 0 0 64
11 埼玉県 137 21 5
12 千葉県 20 25 108
13 東京都 4 81 177
14 神奈川県 8 56 142
15 新潟県 0 0 82
16 富山県 1 1 38
17 石川県 0 0 45
18 福井県 0 0 25
19 山梨県 29 2 0
20 長野県 0 0 79
21 岐阜県 63 11 3
22 静岡県 2 8 86
23 愛知県 8 29 153
24 三重県 22 7 34
25 滋賀県 0 0 45
26 京都府 3 4 52
27 大阪府 22 156 126
28 兵庫県 0 0 153
29 奈良県 3 11 27
30 和歌山県 0 0 33
31 鳥取県 0 0 24
32 島根県 0 0 36
33 岡山県 4 0 58
34 広島県 84 9 4
35 山口県 0 0 48
36 徳島県 0 0 28
37 香川県 0 0 30
38 愛媛県 0 0 44
39 高知県 0 0 32
40 福岡県 0 0 103
41 佐賀県 0 0 32
42 長崎県 0 0 57
43 熊本県 0 0 49
44 大分県 1 0 38
45 宮崎県 0 0 36
46 鹿児島県 0 0 68
47 沖縄県 0 0 59

511 427 2,839

No. 都道府県

③入学定員枠
　各学校における帰国生徒の特別定員枠の設定状況

ア　特別定員枠を設定している

計
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(1)帰国生徒④

1年
程度

2年
程度

3年
程度

4年
程度

5年
程度

6年
程度

7年
以上

年数の
定め
なし

1年
程度

2年
程度

3年
程度

4年
程度

5年
程度

6年
程度

7年
以上

年数の
定め
なし

1 北海道 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 岩手県 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 宮城県 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 秋田県 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山形県 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
7 福島県 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 茨城県 0 92 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0
9 栃木県 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 群馬県 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 埼玉県 0 0 137 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0
12 千葉県 0 0 127 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
13 東京都 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
14 神奈川県 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
15 新潟県 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 富山県 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17 石川県 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 福井県 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 山梨県 0 0 28 0 0 0 0 0 1 0 28 0 0 0 0 0
20 長野県 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 岐阜県 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0
22 静岡県 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 愛知県 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
24 三重県 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
25 滋賀県 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 京都府 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
27 大阪府 0 14 0 0 0 8 148 0 0 14 0 0 0 8 0 0
28 兵庫県 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 奈良県 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
30 和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 鳥取県 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 島根県 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 岡山県 0 5 0 0 0 0 0 55 0 4 0 0 0 0 0 0
34 広島県 0 0 0 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0
35 山口県 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 徳島県 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
37 香川県 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 愛媛県 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 高知県 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
40 福岡県 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 佐賀県 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 長崎県 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 熊本県 0 0 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大分県 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 1 0 0
45 宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
46 鹿児島県 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0

101 624 1011 79 0 223 148 294 1 204 213 0 0 93 0 0計

No. 都道府県

④入学者選抜等の対象について
帰国後の年数の上限を定めている場合（学校数）

ア　学力検査の検査教科を軽減している
イ　学力検査の検査教科は同一とし、
　　基礎的・基本的な問題を出題
ウ　学力検査を実施しない
オ　その他

特別定員枠を設定している
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(2)外国人生徒①

ア　学力検査の検
査教科を軽減して
いる

イ　学力検査の検
査教科は同一と
し、基礎的・基本
的な問題を出題

ウ　学力検査を実
施しない

エ　特別な配慮等
は実施しない

オ　その他

1 北海道 0 0 0 213 6

2 青森県 0 0 0 0 46

3 岩手県 0 0 0 0 64

4 宮城県 0 0 0 0 74

5 秋田県 0 0 0 0 45

6 山形県 0 0 0 0 43

7 福島県 0 0 0 66 7

8 茨城県 0 0 0 0 92

9 栃木県 58 0 0 0 2

10 群馬県 64 0 0 0 0

11 埼玉県 12 0 0 130 0

12 千葉県 0 0 28 1 99

13 東京都 0 0 0 12 169

14 神奈川県 16 0 0 0 134

15 新潟県 82 0 0 0 0

16 富山県 0 0 0 0 39

17 石川県 0 0 0 0 45

18 福井県 25 0 0 0 0

19 山梨県 28 0 0 1 0

20 長野県 0 0 0 0 79

21 岐阜県 63 0 0 3 0

22 静岡県 0 0 0 79 9

23 愛知県 0 0 0 149 12

24 三重県 0 0 0 34 22

25 滋賀県 0 0 0 0 45

26 京都府 0 0 0 0 55

27 大阪府 22 0 0 0 126

28 兵庫県 5 0 0 148 0

29 奈良県 0 0 0 27 3

30 和歌山県 0 0 0 33 0

31 鳥取県 24 0 0 0 0

32 島根県 0 0 0 0 36

33 岡山県 0 0 0 1 61

34 広島県 84 0 0 1 3

35 山口県 0 0 0 0 48

36 徳島県 0 0 0 0 28

37 香川県 0 0 0 0 30

38 愛媛県 0 0 0 0 44

39 高知県 0 0 0 0 32

40 福岡県 0 0 0 2 101

41 佐賀県 32 0 0 0 0

42 長崎県 0 0 57 0 0

43 熊本県 48 0 0 0 1

44 大分県 0 0 0 0 39

45 宮崎県 0 0 0 0 36

46 鹿児島県 0 0 0 0 68

47 沖縄県 0 0 0 0 59

563 0 85 900 1,802

No. 都道府県

①外国人生徒に対する入学者選抜の状況（学校数）

計
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(2)外国人生徒②－１

ア　出題文の漢字
にルビを振る

イ　辞書の持ち込
みを許可する

ウ　学力検査時間
の延長

エ　外国語による
回答を許可する

オ　その他

1 北海道 5 0 0 1 0
2 青森県 0 0 0 0 46
3 岩手県 1 0 0 0 63
4 宮城県 0 0 0 0 74
5 秋田県 0 0 0 0 45
6 山形県 0 0 0 0 43
7 福島県 0 0 0 0 7
8 茨城県 2 0 0 0 92
9 栃木県 58 0 0 0 2
10 群馬県 0 0 0 0 64
11 埼玉県 12 0 0 0 0
12 千葉県 0 0 0 28 99
13 東京都 0 0 0 0 169
14 神奈川県 134 0 134 0 0
15 新潟県 0 0 0 0 0
16 富山県 39 0 0 0 0
17 石川県 45 0 0 0 0
18 福井県 0 0 0 0 0
19 山梨県 0 0 0 0 28
20 長野県 79 0 79 0 79
21 岐阜県 0 0 0 0 0
22 静岡県 0 0 0 0 9
23 愛知県 12 0 0 0 12
24 三重県 0 0 0 0 22
25 滋賀県 45 45 45 0 45
26 京都府 55 0 55 0 0
27 大阪府 148 148 148 0 148
28 兵庫県 5 0 0 0 0
29 奈良県 3 0 0 0 3
30 和歌山県 33 33 33 0 0
31 鳥取県 0 0 0 0 0
32 島根県 0 0 0 0 36
33 岡山県 59 0 0 0 3
34 広島県 87 0 0 0 0
35 山口県 48 0 48 0 0
36 徳島県 1 0 0 0 28
37 香川県 30 0 30 0 0
38 愛媛県 0 0 0 0 44
39 高知県 0 0 0 0 32
40 福岡県 0 0 101 0 101
41 佐賀県 32 0 32 0 0
42 長崎県 0 0 0 0 0
43 熊本県 0 0 0 0 1
44 大分県 39 0 39 0 39
45 宮崎県 0 0 0 0 36
46 鹿児島県 68 0 68 0 0
47 沖縄県 0 0 0 0 59

1040 226 812 29 1,429

No. 都道府県

②外国人生徒に対する入学者選抜の状況（学校数）

①の「オ　その他」に該当する内容

計
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

(2)外国人生徒②－２

②外国人生徒に対する入学者選抜の状況

②の「オ　その他」の場合の具体的内容

1 北海道

2 青森県 個人事情を勘案した上で学校で判断している。

3 岩手県
本人の状況に応じた対応を検討する。（過去には出題文の漢字にルビを振る対応を行っ
た）

4 宮城県

中国残留孤児や日本在留外国人の子の場合、海外滞在が１年以上で、帰国後３年未満の
場合は、必要に応じて以下のような配慮を行うことができる。
イ 学力検査及び面接等の実施の参考とするため、事前に面接、作文等を行い、日本語
の能力をみること。
ロ イの結果などにより、学力検査において、教科数を減じたり、個々の日本語の能力
に応じて実施時間を延長したりすること。
ハ その他選抜において、特に必要なことについて配慮すること。

5 秋田県

志願先高等学校長は、選抜に当たって次のような配慮をすることができる。
(1)学力検査等実施の参考とするため、事前に面接、作文等を行って、日本語能力をみる
こと
(2)(1)の結果や生徒の海外での学習状況等を考慮して、学力検査の時間を延長すること
等

6 山形県 「その他事情等に配慮して選抜を行うこと。」としている。

7 福島県
「外国人生徒等に係る特別枠選抜」を実施する。
英語（又は自国語）又は日本語による作文と面接を実施する。
校長の判断により、基礎学力検査を課すことができる。

8 茨城県 学力検査の検査教科を軽減し、面接を行う。

9 栃木県
学力検査は行わず、面接をもってこれに代える。ただし、高等学校長の判断によって、
学校独自検査（ルビが付されたもの）及び作文を行うことができる。

10 群馬県
後期選抜において学力検査を実施する教科は、「国語」、「数学」及び「英語」とし、
別室にて、「社会」の時間は「作文」（題は各高等学校で準備する。）、「理科」の時
間は「面接」（学校によっては英語で行うこともある。）とする。

11 埼玉県

12 千葉県
入国後３年以内で、外国籍等の受検者については、学力検査問題にルビを振る配慮申請
が可能。

13 東京都
国籍を問わず、日本語指導が必要な受検者は、入国後の在日期間に応じて、検査問題に
ルビを振ることや辞書を持ち込んだ上で検査時間を延長するなどの措置を申請すること
ができる。

14 神奈川県

15 新潟県

16 富山県

17 石川県

18 福井県

19 山梨県
検査問題の中に読めない漢字があれば監督者が読み上げる。ただし、国語の検査問題に
ついては指示文のみとする。

20 長野県
社会科に替えて面接を、国語に替えて作文を実施する。帰国後の年数により、ふりがな
付きの５教科の検査問題を実施（時間延長なし）することもある。

21 岐阜県

22 静岡県
９校では、一般選抜と同じ日程で、特別選抜（外国人選抜）も実施する。学力検査に代
えて、日本語基礎力検査を実施する。

23 愛知県
12校では特別選抜を実施し、試験教科を軽減するとともに、基礎的な問題とする。面接
は個人面接とする。

24 三重県

・前期選抜は、一般の入学者選抜と同じ検査内容で実施する。
・後期選抜は、作文と面接を実施し、各高等学校長の判断により学力検査を課すことが
できる。作文と面接の使用言語については、母語（または英語）又は日本語により実施
できることとし、各高等学校長が定める。

25 滋賀県 特別検査場での受検

26 京都府

27 大阪府
国語において作文及び小論文形式の独立した問題が出題された場合はキーワードとなる
語に受験者が希望する外国語を併記する。

No. 都道府県
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

(2)外国人生徒②－２

②外国人生徒に対する入学者選抜の状況

②の「オ　その他」の場合の具体的内容
No. 都道府県

28 兵庫県

29 奈良県 国語の代わりに、作文並びに面接を実施。

30 和歌山県

31 鳥取県

32 島根県 受検生の申請に基づき、志願者と教育委員会で協議の上、特別措置の内容を判断する

33 岡山県 中学校等から提出される申請書によって、配慮事項を決定する。

34 広島県

35 山口県

36 徳島県

県内の公立高等学校２８校すべてにおいて、特別な配慮を必要とする受検生の申請・要
望があれば、受検先の学校長が適切に特別な配慮を決定することとしている。
また、その内２校においては、受検生からの申請・要望があり、面接時の発問につい
て、可能な限り平易な日本語を用いるとともに、ゆっくりと質問をする配慮を決定し、
行った。

37 香川県

38 愛媛県
当該者の海外現地学校在学その他海外経験等の事情を勘案し、学力検査の実施等に関し
講ずべき措置について協議し実施する。

39 高知県 個別に相談や要望等があれば協議の上対応

40 福岡県

・特別学力検査【20校】
国語・数学・外国語（英語）の特別の学力検査を行うほか、作文及び面接を実施。

・一般学力検査の特例措置【101校】
学力検査時間の延長及び漢字振り仮名表の配布。

41 佐賀県 ①の検査教科の軽減と、②のア・ウを希望に応じて合わせて行っている。

42 長崎県

43 熊本県
配慮を行うが、高等学校通信制課程は、当該高等学校長が入学者選抜要項を定めるた
め、上記ア～エに当てはまらない。

44 大分県 時間延長による別室受験

45 宮崎県 申請により各学校と県教育委員会で配慮の内容を学校毎に決定する。

46 鹿児島県

47 沖縄県
配慮願により、受検生の状況や中学校における対応を確認し、ルビ振り、試験時間の延
長、面接における配慮等を実施。また、特別定員枠は設定していないが、定員等につい
ては弾力的に取り扱っている。
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(2)外国人生徒③

イ　特別定員枠を設定していない
（特別定員枠を設けていないが入
学を認める等の場合も含む）

学校数 入学者数 学校数

1 北海道 1 4 218
2 青森県 0 0 46
3 岩手県 0 0 64
4 宮城県 0 0 74
5 秋田県 0 0 45
6 山形県 0 0 43
7 福島県 7 6 66
8 茨城県 92 73 0
9 栃木県 0 0 60
10 群馬県 0 0 64
11 埼玉県 12 22 130
12 千葉県 28 65 100
13 東京都 8 146 173
14 神奈川県 16 149 134
15 新潟県 0 0 82
16 富山県 0 0 39
17 石川県 0 0 45
18 福井県 2 13 23
19 山梨県 28 3 1
20 長野県 0 0 79
21 岐阜県 63 9 3
22 静岡県 0 0 88
23 愛知県 12 54 149
24 三重県 22 23 34
25 滋賀県 0 0 45
26 京都府 0 0 55
27 大阪府 22 156 126
28 兵庫県 5 14 148
29 奈良県 3 0 27
30 和歌山県 0 0 33
31 鳥取県 0 0 24
32 島根県 0 0 36
33 岡山県 0 0 62
34 広島県 84 14 4
35 山口県 0 0 48
36 徳島県 0 0 28
37 香川県 0 0 30
38 愛媛県 0 0 44
39 高知県 0 0 32
40 福岡県 0 0 103
41 佐賀県 0 0 32
42 長崎県 0 0 57
43 熊本県 0 0 49
44 大分県 1 4 38
45 宮崎県 0 0 36
46 鹿児島県 0 0 68
47 沖縄県 0 0 59

406 755 2,944

No. 都道府県

③入学定員枠
　各学校における外国人生徒の特別定員枠の設定状況

ア　特別定員枠を設定している

計
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Ⅱ．選抜方法

４．帰国生徒・外国人生徒の受入（編入学を含まない）

　(2)外国人生徒④

1年
程度

2年
程度

3年
程度

4年
程度

5年
程度

6年
程度

7年
以上

年数の
定め
なし

1年
程度

2年
程度

3年
程度

4年
程度

5年
程度

6年
程度

7年
以上

年数の
定め
なし

1 北海道 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
2 青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 岩手県 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0
4 宮城県 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 秋田県 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山形県 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0
7 福島県 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
8 茨城県 0 0 90 0 0 0 0 2 0 0 90 0 0 0 0 2
9 栃木県 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 群馬県 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 埼玉県 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
12 千葉県 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0
13 東京都 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0
14 神奈川県 0 0 0 0 0 16 0 134 0 0 0 0 0 16 0 0
15 新潟県 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 富山県 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石川県 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 福井県 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 山梨県 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0
20 長野県 0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 岐阜県 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0
22 静岡県 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 愛知県 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
24 三重県 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0
25 滋賀県 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 京都府 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 大阪府 0 14 0 0 0 8 148 0 0 14 0 0 0 8 0 0
28 兵庫県 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
29 奈良県 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
30 和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 鳥取県 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 島根県 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 岡山県 0 1 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
34 広島県 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0
35 山口県 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 徳島県 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
37 香川県 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 愛媛県 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 高知県 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0
40 福岡県 0 0 0 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 佐賀県 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 長崎県 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 熊本県 0 0 0 0 0 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大分県 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 1 0 0
45 宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0
46 鹿児島県 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0

0 202 991 79 1 551 176 503 0 17 213 0 1 143 28 4計

No. 都道府県

④入学者選抜等の対象について
来日後の年数の上限を定めている場合（学校数）

ア　学力検査の検査教科を軽減している
イ　学力検査の検査教科は同一とし、
　　基礎的・基本的な問題を出題
ウ　学力検査を実施しない
オ　その他

特別定員枠を設定している
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Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

　編入学

　(1)帰国生徒①

ア　随時実
施している

イ　時期を
限定して実
施している

ウ　その他 「ウ　その他」の場合の具体的内容

1 北海道 216 3 0

2 青森県 0 0 46 個人事情を勘案した上で学校で判断している。

3 岩手県 64 0 0

4 宮城県 74 0 0

5 秋田県 29 2 14 予定された実施時期なし。

6 山形県 25 13 5 ・課程、本分校で時期が異なる

7 福島県 0 0 73
実施時期は、対象生徒の状況に応じ、学校の判断・規定によ
る。県教育委員会としては、その時期を集約していない。

8 茨城県 92 0 0

9 栃木県 60 0 0

10 群馬県 64 0 0

11 埼玉県 65 70 7
7校は全定併置校であり、全日制と定時制で実施時期の扱いが
異なる。

12 千葉県 12 116 0

13 東京都 0 4 0

14 神奈川県 150 0 0

15 新潟県 0 0 82 帰国生徒のみを対象とした編入学試験は実施していない。

16 富山県 39 0 0

17 石川県 45 0 0

18 福井県 25 0 0

19 山梨県 4 15 10 実施時期については柔軟に対応する。

20 長野県 79 0 0

21 岐阜県 66 0 0

22 静岡県 87 2 0

23 愛知県 163 0 0

24 三重県 56 0 0

25 滋賀県 0 1 0

26 京都府 0 55 0

27 大阪府 0 148 0

28 兵庫県 153 0 0

29 奈良県 0 30 0
30 和歌山県 10 15 8 ・個別の事情に応じて判断する。
31 鳥取県 24 0 0

32 島根県 36 0 0

33 岡山県 55 5 2 該当があった場合の状況に応じて対応している。

34 広島県 0 0 88
原則として学期ごとに実施するが、学期途中であっても、や
むを得ず一家転住する必要がある場合にあっては、その状況
によって実施する場合がある。

35 山口県 0 48 0

36 徳島県 29 0 0

37 香川県 0 0 30
時期は限定しているが、その時期以外でも随時実施してい
る。

38 愛媛県 0 0 44 校長判断や個別の事情で判断している。

39 高知県 0 0 32
海外帰国生等の編入学については、学年の途中においても学
期の区分に従い、入学を許可することができることとしてい
る。

40 福岡県 2 6 91

【県立】
基本的に年３～４回の期日で実施するが、必要に応じて学期
途中でも実施することができる。
【久留米市外三市町高等学校組合立】
実施していない。

41 佐賀県 32 0 0

42 長崎県 57 0 0

43 熊本県 0 0 49 個々の状況等に応じて対応している。

44 大分県 0 0 39 学校ごとに判断

45 宮崎県 36 0 0

46 鹿児島県 67 1 0

47 沖縄県 59 0 0

1,975 534 620

No. 都道府県

①編入学試験の実施時期について（学校数）

計
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Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

　編入学

　(1)帰国生徒②

ア　学科試
験を実施し
ている

イ　学科試
験を実施し
ているが、
試験教科を
軽減してい
る

ウ　学科試
験を実施し
ていない
（面接・作
文等のみ）

エ その他 「エ　その他」の場合の具体的内容

1 北海道 0 0 0 219 学校長の判断により、学科試験や面接等を実施している。

2 青森県 0 0 0 46 個人事情を勘案した上で学校で判断している。

3 岩手県 0 0 0 64 各学校で試験内容を決定している。

4 宮城県 0 0 0 74
基本的には、各学校ごとに学科試験や面接等を実施するが、入学者
選抜の際の配慮事項に準じて取り扱う。

5 秋田県 0 0 0 45 編入学にあたっては、学力を検定することとしている。

6 山形県 40 0 1 2 ・課程で時期が異なる

7 福島県 0 0 0 73
実施内容は、学校の判断・規定による。県教育委員会としては、そ
の個別の内容を集約していない。

8 茨城県 0 0 0 92 各学校の実施方法による。

9 栃木県 0 0 0 60 学科試験（国数英の３教科）、面接、作文

10 群馬県 0 0 0 64 志願先校の事情に応じて、適宜、学力検査及び面接を実施する。

11 埼玉県 0 0 0 142 試験科目、面接の実施方法等については校長が定める。

12 千葉県 127 0 1 0

13 東京都 4 0 0 0

14 神奈川県 0 0 150 0

15 新潟県 0 0 0 82 個別の事情により校長が判断している。

16 富山県 39 0 0 0

17 石川県 0 0 0 45
基本的には、学科試験を実施しているが、生徒の状況によって学校
長判断で教科を軽減している。

18 福井県 0 0 0 25 各学校において、必要に応じて学科試験、面接を実施している。

19 山梨県 24 0 0 5 特別な事情がある場合は別に協議する。

20 長野県 0 79 0 0

21 岐阜県 66 0 0 0

22 静岡県 89 0 0 0

23 愛知県 0 0 0 163 編入学考査の科目等については、各高等学校が定めている。

24 三重県 0 0 0 56 学力検査については、各高等学校長が定める。

25 滋賀県 0 1 0 0

26 京都府 55 0 0 0 日本語審査を実施

27 大阪府 0 0 0 148

府立高校への編入学を希望する者に対しては、府教育庁で学力把握
等を行っている。
個別の高校への編入学を希望する者に対しては、当該校が独自に学
力把握等を行っている。

28 兵庫県 0 0 0 153
編入学の受入先の県立高等学校長が、編入学の可否を判定できる編
入学考査を実施する。

29 奈良県 30 0 0 0

30 和歌山県 12 8 2 11
・個別の事情に応じて判断する。
・学科試験及び面接の実施。

31 鳥取県 24 0 0 0

32 島根県 36 0 0 0

33 岡山県 60 0 0 2 学校からの相談に応じて検討している。

34 広島県 0 0 0 88 学力検査及び学校独自の検査項目（作文及び面接等）

35 山口県 48 0 0 0

36 徳島県 29 0 0 0

37 香川県 30 0 0 0

38 愛媛県 0 0 0 44 校長判断や個別の事情で判断している。

39 高知県 32 0 0 0

40 福岡県 7 0 0 92
【県立】各学校が定める。
【北九州市立】編入希望生徒の状況に応じて判断し試験を実施。
【久留米市外三市町高等学校組合立】実施していない。

41 佐賀県 0 0 0 32 学校ごとに定めて校長が認定

42 長崎県 0 0 0 57 特に県としては定めていない。

43 熊本県 0 0 0 49 個々の状況等に応じて対応している。

44 大分県 0 0 0 39 各学校で柔軟に対応している。

45 宮崎県 0 0 0 36 生徒の状況を考慮し、各学校で判断する。

46 鹿児島県 0 0 0 68 学校による判断

47 沖縄県 0 0 0 59 学科試験、面接、作文等については、学校に任されている。

752 88 154 2,135

No. 都道府県

②編入学試験の実施方法について（学校数）

計
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Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

　編入学

　(1)帰国生徒③

ア　都道府県
に相談窓口を
設置している

イ　都道府県
に相談窓口を
設置していな
い

イ　「相談窓口を設置していない」理由

1 北海道 ○
2 青森県 ○
3 岩手県 ○ 各高等学校が編入学の可否を判断することとしているため。
4 宮城県 ○
5 秋田県 ○ 転入学については、各高等学校長の判断に委ねているから。
6 山形県 ○ 相談があった際に、個別に対応している。
7 福島県 ○
8 茨城県 ○
9 栃木県 ○
10 群馬県 ○ 各高等学校及び県教育委員会事務局高校教育課で対応している。
11 埼玉県 ○
12 千葉県 ○ 相談については学習指導課高等学校指導室が対応している。
13 東京都 ○
14 神奈川県 ○
15 新潟県 ○
16 富山県 ○
17 石川県 ○
18 福井県 ○
19 山梨県 ○ ○ 学校で対応している。
20 長野県 ○

21 岐阜県 ○
相談窓口は設けていないが、分掌として位置付けており、相談は
随時受け付けている。

22 静岡県 ○
23 愛知県 ○
24 三重県 ○
25 滋賀県 ○
26 京都府 ○
27 大阪府 ○
28 兵庫県 ○
29 奈良県 ○
30 和歌山県 ○
31 鳥取県 ○
32 島根県 ○
33 岡山県 ○ 必要に応じて各関係教育委員会が窓口となっている。
34 広島県 ○
35 山口県 ○
36 徳島県 ○
37 香川県 ○
38 愛媛県 ○
39 高知県 ○

40 福岡県 ○
各学校設置者において対応を決定しており、対応が異なるため。
（県としては相談窓口を設置しているが、県以外の設置者が所管
する学校については、相談窓口を設置していないため。）

41 佐賀県 ○
42 長崎県 ○ 特に相談窓口を定めていないが、高校教育課で対応している。
43 熊本県 ○
44 大分県 ○

45 宮崎県 ○
窓口は設置していないが、高校入試に関しても質問等は高校教育
課が窓口となっている。

46 鹿児島県 ○
47 沖縄県 ○

37 11

No. 都道府県

③編入学に関する情報収集・提供体制の整備及び相談窓口の設定について

計
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Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

　編入学

　(1)帰国生徒④

学校数 編入学した帰国生徒数

1 北海道 0 0

2 青森県 0 0

3 岩手県 0 0

4 宮城県 0 0

5 秋田県 0 0

6 山形県 2 2

7 福島県 1 1

8 茨城県 1 1

9 栃木県 4 4

10 群馬県 0 0

11 埼玉県 6 0

12 千葉県 未調査 未調査

13 東京都 4 10

14 神奈川県 13 17

15 新潟県 教育委員会として把握していない 教育委員会として把握していない

16 富山県 2 2

17 石川県 0 0

18 福井県 0 0

19 山梨県 1 1

20 長野県 2 2

21 岐阜県 4 5

22 静岡県 5 5

23 愛知県 19 24

24 三重県 3 3

25 滋賀県 1 0

26 京都府 0 0

27 大阪府 6 4

28 兵庫県 1 1

29 奈良県 0 0

30 和歌山県 2 2

31 鳥取県 0 0

32 島根県 0 0

33 岡山県 2 1

34 広島県 2 2

35 山口県 0 0

36 徳島県 0 0

37 香川県 0 0

38 愛媛県 0 0

39 高知県 1 1

40 福岡県 2 1

41 佐賀県 - -

42 長崎県 把握していない 把握していない

43 熊本県 5 2

44 大分県 未調査 未調査

45 宮崎県 0 0

46 鹿児島県 0 0

47 沖縄県 - -

89 91

No. 都道府県
④帰国生徒を対象とした編入学を実施した学校数と入学者数（令和４年度実績）

計
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　編入学

　(2)外国人生徒①

ア　随時実
施している

イ　時期を
限定して実
施している

ウ　その他 「ウ　その他」の場合の具体的内容

1 北海道 216 3 0

2 青森県 0 0 46 個人事情を勘案した上で学校で判断している。

3 岩手県 64 0 0

4 宮城県 74 0 0

5 秋田県 29 2 14 予定された実施時期なし。

6 山形県 25 13 5 ・課程、本分校で時期が異なる

7 福島県 0 0 73
実施時期は、対象生徒の状況に応じ、学校の判断・規定によ
る。県教育委員会としては、その時期を集約していない。

8 茨城県 92 0 0

9 栃木県 60 0 0

10 群馬県 64 0 0

11 埼玉県 65 70 7
7校は全定併置校であり、全日制と定時制で実施時期の扱いが
異なる。

12 千葉県 12 116 0

13 東京都 0 0 0

14 神奈川県 0 150 0

15 新潟県 0 0 82 外国人生徒のみを対象とした編入学試験は実施していない。

16 富山県 39 0 0

17 石川県 45 0 0

18 福井県 25 0 0

19 山梨県 4 19 6 実施時期については柔軟に対応する。

20 長野県 79 0 0

21 岐阜県 66 0 0

22 静岡県 87 2 0

23 愛知県 163 0 0

24 三重県 56 0 0

25 滋賀県 0 1 0

26 京都府 0 55 0

27 大阪府 0 148 0

28 兵庫県 153 0 0

29 奈良県 0 30 0

30 和歌山県 11 14 8 ・個別の事情に応じて判断する。

31 鳥取県 24 0 0

32 島根県 36 0 0

33 岡山県 55 5 2 該当があった場合の状況に応じて対応している。

34 広島県 0 0 88
原則として学期ごとに実施するが、学期途中であっても、や
むを得ず一家転住する必要がある場合にあっては、その状況
によって実施する場合がある。

35 山口県 0 48 0

36 徳島県 29 0 0

37 香川県 0 0 30
時期は限定しているが、その時期以外でも随時実施してい
る。

38 愛媛県 0 0 44 校長判断や個別の事情で判断している。

39 高知県 0 0 32
海外帰国生等の編入学については、学年の途中においても学
期の区分に従い、入学を許可することができることとしてい
る。

40 福岡県 2 6 91

【県立】
基本的に年３～４回の期日で実施するが、必要に応じて学期
途中でも実施することができる。
【久留米市外三市町高等学校組合立】
実施していない。

41 佐賀県 32 0 0 学校ごとに定めて校長が認定

42 長崎県 57 0 0

43 熊本県 49 0 0

44 大分県 0 0 39 学校ごとに判断

45 宮崎県 36 0 0

46 鹿児島県 67 1 0

47 沖縄県 59 0 0

1,875 683 567

Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

No. 都道府県

①編入学試験の実施時期について（学校数）

計
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　編入学

　(2)外国人生徒②

ア　学科試
験を実施し
ている

イ　学科試
験を実施し
ているが、
試験教科を
軽減してい
る

ウ　学科試
験を実施し
ていない
（面接・作
文等のみ）

エ　その他 「エ　その他」の場合の具体的内容

1 北海道 0 0 0 219 学校長の判断により、学科試験や面接等を実施している。

2 青森県 0 0 0 46 個人事情を勘案した上で学校で判断している。

3 岩手県 0 0 0 64 各学校で試験内容を決定している。

4 宮城県 0 0 0 74
基本的には、各学校ごとに学科試験や面接等を実施するが、入学者
選抜の際の配慮事項に準じて取り扱う。

5 秋田県 0 0 0 45 編入学にあたっては、学力を検定することとしている。

6 山形県 40 0 1 2 ・課程で方法が異なる

7 福島県 0 0 0 73
実施内容は、学校の判断・規定による。県教育委員会としては、そ
の個別の内容を集約していない。

8 茨城県 0 0 0 92 各学校の実施方法による。

9 栃木県 0 0 0 60 学科試験（国数英の３教科）、面接、作文

10 群馬県 0 0 0 64 志願先校の事情に応じて、適宜、学力検査及び面接を実施する。

11 埼玉県 0 0 0 142 試験科目、面接の実施方法については校長が定める。

12 千葉県 127 0 1 0

13 東京都 0 0 0 0

14 神奈川県 150 0 0 0

15 新潟県 0 0 0 82 個別の事情により校長が判断している。

16 富山県 39 0 0 0

17 石川県 0 0 0 45
基本的には、学科試験を実施しているが、生徒の状況によって学校
長判断で教科を軽減している。

18 福井県 0 0 0 25 各学校において、必要に応じて学科試験、面接を実施している。

19 山梨県 25 0 0 4 特別な事情がある場合は別に協議する。

20 長野県 0 79 0 0

21 岐阜県 66 0 0 0

22 静岡県 89 0 0 0

23 愛知県 0 0 0 163 編入学考査の科目等については、各高等学校が定めている。

24 三重県 0 0 0 56 学力検査については、各高等学校長が定める。

25 滋賀県 0 1 0 0

26 京都府 55 0 0 0 日本語審査を実施

27 大阪府 0 0 0 148

府立高校への編入学を希望する者に対しては、府教育庁で学力把握
等を行っている。
個別の高校への編入学を希望する者に対しては、当該校が独自に学
力把握等を行っている。

28 兵庫県 0 0 0 153
編入学の受入先の県立高等学校長が、編入学の可否を判定できる編
入学考査を実施する。

29 奈良県 30 0 0 0

30 和歌山県 12 8 2 11
・個別の事情に応じて判断する。
・学科試験及び面接の実施。

31 鳥取県 24 0 0 0

32 島根県 36 0 0 0

33 岡山県 60 0 0 2 学校からの相談に応じて検討している。

34 広島県 0 0 0 88 学力検査及び学校独自の検査項目（作文及び面接等）

35 山口県 48 0 0 0

36 徳島県 29 0 0 0

37 香川県 30 0 0 0

38 愛媛県 0 0 0 44 校長判断や個別の事情で判断している。

39 高知県 32 0 0 0

40 福岡県 7 0 0 92
【県立】各学校が定める。
【北九州市立】編入希望生徒の状況に応じて判断し試験を実施。
【久留米市外三市町高等学校組合立】実施していない。

41 佐賀県 0 0 0 32 学校ごとに定めている

42 長崎県 0 0 0 57 特に県としては定めていない。

43 熊本県 0 0 0 49 個々の状況等に応じて対応している。

44 大分県 0 0 0 39 各学校で柔軟に対応している

45 宮崎県 0 0 0 36 生徒の状況を考慮し、各学校で判断する。

46 鹿児島県 0 0 0 68 学校による判断

47 沖縄県 0 0 0 59 学科試験、面接、作文等については、学校に任されている。

899 88 4 2,134

Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

No. 都道府県

②編入学試験の実施方法について（学校数）

計
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Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

　編入学

　(2)外国人生徒③

ア　都道府県
に相談窓口を
設置している

イ　都道府県
に相談窓口を
設置していな
い

イ　「相談窓口を設置していない」理由

1 北海道 ○
2 青森県 ○
3 岩手県 ○ 各高等学校が編入学の可否を判断することとしているため。
4 宮城県 ○
5 秋田県 ○ 転入学については、各高等学校長の判断に委ねているから。
6 山形県 ○ 相談があった際に、個別に対応している。
7 福島県 ○
8 茨城県 ○
9 栃木県 ○
10 群馬県 ○ 各高等学校及び県教育委員会事務局高校教育課で対応している。
11 埼玉県 ○
12 千葉県 ○ 相談については学習指導課高等学校指導室が対応している。
13 東京都 ○
14 神奈川県 ○
15 新潟県 ○
16 富山県 ○
17 石川県 ○
18 福井県 ○
19 山梨県 ○ ○ 学校で対応している。
20 長野県 ○

21 岐阜県 ○
相談窓口は設けていないが、分掌として位置付けており、相談は
随時受け付けている。

22 静岡県 ○
23 愛知県 ○
24 三重県 ○
25 滋賀県 ○
26 京都府 ○
27 大阪府 ○
28 兵庫県 ○
29 奈良県 ○
30 和歌山県 ○
31 鳥取県 ○
32 島根県 ○
33 岡山県 ○ 必要に応じて各関係教育委員会が窓口となっている。
34 広島県 ○
35 山口県 ○
36 徳島県 ○
37 香川県 ○
38 愛媛県 ○
39 高知県 ○

40 福岡県 ○
各学校設置者において対応を決定しており、対応が異なるため。
（県としては相談窓口を設置しているが、県以外の設置者が所管
する学校については、相談窓口を設置していないため。）

41 佐賀県 ○
42 長崎県 ○ 特に相談窓口を定めていないが、高校教育課で対応している。
43 熊本県 ○
44 大分県 ○

45 宮崎県 ○
窓口は設置していないが、高校入試に関しても質問等は高校教育
課が窓口となっている。

46 鹿児島県 ○
47 沖縄県 ○

37 11

No. 都道府県

③編入学に関する情報収集・提供体制の整備及び相談窓口の設定について

計
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Ⅲ．帰国生徒・外国人生徒の編入学の取扱い等

　編入学

　(2)外国人生徒④

学校数 編入学した外国人生徒数

1 北海道 1 1

2 青森県 0 0

3 岩手県 0 0

4 宮城県 0 0

5 秋田県 0 0

6 山形県 0 0

7 福島県 0 0

8 茨城県 0 0

9 栃木県 0 0

10 群馬県 0 0

11 埼玉県 2 1

12 千葉県 未調査 未調査

13 東京都 0 0

14 神奈川県 0 0

15 新潟県 県教育委員会として把握していない 県教育委員会として把握していない

16 富山県 2 2

17 石川県 0 0

18 福井県 1 2

19 山梨県 0 0

20 長野県 0 0

21 岐阜県 0 0

22 静岡県 6 8

23 愛知県 0 0

24 三重県 1 1

25 滋賀県 1 0

26 京都府 0 0

27 大阪府 9 16

28 兵庫県 0 0

29 奈良県 0 0

30 和歌山県 1 1

31 鳥取県 0 0

32 島根県 1 1

33 岡山県 0 0

34 広島県 把握していない 把握していない

35 山口県 0 0

36 徳島県 0 0

37 香川県 1 1

38 愛媛県 0 0

39 高知県 0 0

40 福岡県 2 4

41 佐賀県 - -

42 長崎県 把握していない 把握していない

43 熊本県 0 0

44 大分県 未調査 未調査

45 宮崎県 0 0

46 鹿児島県 0 0

47 沖縄県 - -

28 38

No. 都道府県
④外国人生徒を対象とした編入学を実施した学校数と入学者数（令和４年度実績）

計
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　(1)入学者選抜の資料・方法における改善

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

1 北海道

・個人調査書について、中学校生徒指導要録の新しい様式に合わせたものとなるよう変更した。
・学力検査問題について、義務教育段階の課題を反映したものとなるよう改善を図ることとした。
・令和４年度入学者選抜まで、当初出願した学科により出願変更できる学科に制約を設けていた
が、その制約を撤廃し、同一の課程であれば当初出願した学科に関わりなく、１回出願変更するこ
とを認めることとした。

2 青森県 入学者選抜学力検査及び追検査における休み時間を、15分間から20分間に変更した。

3 岩手県 無

4 宮城県 無

5 秋田県
・　定時制課程の学力検査の教科を３教科から５教科での実施とした。
・　調査書の「観点別学習状況」の評価の観点を変更した。

6 山形県 無

7 福島県 無

8 茨城県
特色選抜において、IT科及び科学技術科で数学と理科の傾斜配点及びプレゼンテーションを実
施。

9 栃木県 無

10 群馬県 無

11 埼玉県 無

12 千葉県 無

13 東京都 無

14 神奈川県 無

15 新潟県 無

16 富山県 無

17 石川県 無

18 福井県 無

19 山梨県 学力検査における思考力・判断力・表現力を問う出題

20 長野県 無

21 岐阜県 無

22 静岡県 無

23 愛知県

評定得点と学力検査合計得点について、各高等学校が決定する得点の比重を３種類から５種類
に増やした。
校長推薦を必要としない特色選抜を新たに導入し、各高等学校や学科の特色を生かした選抜を
行った。

24 三重県 無

25 滋賀県 無

26 京都府 無

27 大阪府 無

28 兵庫県 無

29 奈良県 無

30 和歌山県 無

31 鳥取県 推薦入学者選抜を廃止し、特色入学者選抜を実施した。

32 島根県 無

33 岡山県 無

34 広島県

※本県では令和５年度入学者選抜から大きく制度を変更している。
・中学校及び高等学校における授業時数の確保などにより、各学校の教育の充実を図るため、高
等学校入学者選抜を「一次選抜」と「二次選抜」の２回とし、入学者選抜に係る期間を短縮した。
・調査書について、これまで中学校で記載していた行動の記録や特別活動の記録、欠席日数な
どの項目をなくし、簡素化した。また、学習の記録の評定について、生徒の３年時における到達度
をより評価する観点から、学年間の比重を第１学年：第２学年：第３学年＝１：１：３とした。
・「自己を認識し、自分の人生を選択し、表現することができる力」が、どのくらい身に付いているの
かをみるため、受検生全員に自己表現を実施した。
・学力検査、調査書及び自己表現の比重は、学力検査：調査書：自己表現＝６：２：２を基本とし、
学力検査における傾斜配点を可能とした（一般枠による選抜）。また、高等学校・学科ごとに、入学
定員の一部において、学力検査、調査書及び自己表現の比重の設定、学力検査や調査書にお
ける活用教科の設定や傾斜配点を可能とした（特色枠による選抜）。

35 山口県 学力検査問題用紙等をＡ判化した。

Ⅳ．入学者選抜の改善状況
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　(1)入学者選抜の資料・方法における改善

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

Ⅳ．入学者選抜の改善状況

36 徳島県

１．２月実施の特色選抜を育成型選抜へと変更
　(1)スクール・ポリシーに基づいた生徒募集を行うとともに、文化分野の募集人数を増加する。
　　[方策]全ての高等学校で文化・ポリシー分野を創設した。
　(2)運動分野や文化分野で技術・技能の高い生徒が県教育委員会が指定する高校を
　　　受検しやすくするとともに、他の生徒の資質・能力や中学校での活動全般も評価する。
　　[方策]募集枠を活動重視枠（日常活動を重視）と実績重視枠（競技力等を重視）とに
　　　　　　新たに分け、選抜資料の配点や募集人数等に差異を設けた。

２．３月実施の一般選抜に傾斜配点を導入
　　学力検査は、各高等学校と県教育委員会との協議の上、スクール・ポリシーに基づき
 　（学校の特色に応じて）、教科の傾斜配点を可能とした。

37 香川県 無

38 愛媛県 無

39 高知県 入学者選抜における特別措置の例や申請手続きについて、入試の手引に明記した。

40 福岡県 無

41 佐賀県 無

42 長崎県 無

43 熊本県 無

44 大分県 無

45 宮崎県 無

46 鹿児島県
図やグラフなど資料活用を通して，思考力・判断力・表現力を問う問題を多く出題するため，問題
冊子のページ数を増やすとともに解答用紙も拡大した。

47 沖縄県 無
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　(2)中学校教職員の負担軽減策

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

1 北海道
・北海道教育委員会のウェブページから、自己推薦書の様式をダウンロードし、出願者
本人がパソコンで作成することも可とした。

2 青森県 無

3 岩手県 無

4 宮城県 無

5 秋田県 無

6 山形県 無

7 福島県 願書以外のほとんどの様式をダウンロードして使用できるようにした。

8 茨城県 願書の職印及び保護者印の廃止。

9 栃木県 無

10 群馬県
入学願書を「ぐんま電子申請受付システム」を活用して作成することにより、受検者の
出願に係る指導の負担軽減。

11 埼玉県 調査書の記入責任者（担任）の押印を省略できることとした。

12 千葉県 インターネットを活用した出願を県立高等学校２校で実施した。

13 東京都 無

14 神奈川県 無

15 新潟県 無

16 富山県 無

17 石川県 無

18 福井県
・福井県立高等学校WEB出願システム（以下、WEB出願システム）により、調査書をPDFで
県立高等学校長に提出

19 山梨県

・パソコン上での作業を可能とするため、前期募集一括受付におけるエントリーをFaxか
ら電子メールに変更した。
・入学許可予定者一覧表をインターネットからダウンロードできることから、これまで
各高等学校へ出向いて受け取っていた業務を廃止した。
・郵送での出願を認めている。

20 長野県 無

21 岐阜県
県が基盤整備した統合型校務支援システムを導入済みの中学校において、デジタルでの
調査書の送信を行った

22 静岡県 無

23 愛知県 無

24 三重県

・志願者がＷｅｂにより入学願書データを入力することとし、入学願書の手書きに係る
志願者への指導や記入後の点検に係る時間削減につながった。
・各高校が受検票及び受検案内文書をＷｅｂ出願システムを使って志願者に送付するこ
ととし、中学校で配付する必要がなくなった。

25 滋賀県 無

26 京都府
入学願書については各志願先高等学校へ提出することとしているが、平成26年度高等学
校入学者選抜から府内中学校については、各通学圏ごとに日時及び会場を設定し、一括
して受け付けている。

27 大阪府 無

28 兵庫県 無

29 奈良県
令和５年度入試より、中高連携システムにて、入試の出願時の調査書の受渡しがデータ
で行えるようにした。

30 和歌山県 無

31 鳥取県

①推薦入学者選抜を特色入学者選抜に変更したことに伴い、中学校長が作成する推薦書
を不要とした。②令和４年度入試において多くの書類で押印を廃止したものの、中学校
から入学確約者数・合格内定辞退者数報告書及び合格内定辞退書については、ＦＡＸや
メールで送付後、原本を提出することは継続していたが、令和５年度入試において、原
本の提出を廃止した。

32 島根県
入学願書の保護者印を不要とし、それに伴い、各様式における保護者印を不要とした。
調査報告書記載者印を不要とした。

33 岡山県 無

34 広島県 インターネット出願システムを全校で導入し、出願方法等を変更した。

35 山口県
中学校長からの入学確定者名簿の提出をもって、高等学校は入学者を確定できることか
ら、一部の高等学校が求めていた、入学の意志を確認する「請け書」を廃止した。

Ⅳ．入学者選抜の改善状況
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　(2)中学校教職員の負担軽減策

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

Ⅳ．入学者選抜の改善状況

36 徳島県
入学願書及び受検票について、校務支援システムから印刷できるようにし、中学校に対
しては、裏面（注意書き）のみを印刷した用紙を配付した。

37 香川県 無

38 愛媛県 無

39 高知県
進学先高等学校への中学校の生徒指導要録の写しや健康診断票の送付について、校務支
援システムによる送付とした。

40 福岡県
【福岡県公立全校】
・県立高校と私立高校（※）の調査書を統一。　※福岡県私学協会加入校
・評定一覧表（各学校提出分）及び評定分布表の廃止。

41 佐賀県
写真票について、県外及び海外からの志願者はホームページからダウンロードして作成
することを可とした。

42 長崎県

・志願者名簿をデータ送信し、願書等提出時の事務作業を効率化。
・入学後の指導要録の抄本又は写しの原本証明の方法を簡素化（鑑の公印のみで証
明）。
・入学願書を鉛筆書きのコピー提出の許可。
・成績一覧表の様式の簡素化、県外からの受検者の提出不要。
・一部の地区で入学願書のweb出願を実施。

43 熊本県
農業科等に出願をする際に義務付けていた「農業自営者養成学科入学志願者調書」を廃
止した。

44 大分県 無

45 宮崎県 無

46 鹿児島県 調査書の出欠に関わる項目において，「出席日数」の欄を削除した。

47 沖縄県 無
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　(3)高等学校教職員の負担軽減策

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

1 北海道
・教育委員会への報告について、スクールネットを用いた「入学者選抜報告システム」の運用を開
始した。
・当初出願者数など６つの報告について行っていた学校掲示を、一部廃止した。

2 青森県 無

3 岩手県 無

4 宮城県
入試処理ソフトを用いた資料作成の際の効率化（相関図作成の際のデータ抽出マクロを追加な
ど）

5 秋田県 無

6 山形県 無

7 福島県 無

8 茨城県 デジタル採点システムの導入により、採点作業の負担軽減を実施。

9 栃木県 無

10 群馬県
入学願書を「ぐんま電子申請受付システム」を活用して作成することにより、出願データの入力に
係る負担軽減。

11 埼玉県 無

12 千葉県 インターネットを活用した出願を県立高等学校２校で実施した。

13 東京都
・高等学校側で入力する「受検者氏名」や「個人情報の提供に関する同意の有無」等の情報につ
いて、インターネットを活用した出願のサイトからデータ取り込み、登録できるようにした。
・各学校の選考方法に合わせて、選考委員会用資料を出力する機能を採点システムに追加した。

14 神奈川県 郵送出願を継続

15 新潟県 無

16 富山県 無

17 石川県 無

18 福井県
・WEB出願システムにより、調査書の提出と入学審査料納付の電子化を行ったことで、書類受理
の業務負担を軽減

19 山梨県

・前期募集一括受付におけるエントリーをFaxから電子メールに変更したことで、集計作業の軽減
につなげた。
・入学許可予定者一覧表の配付を廃止することで、印刷や袋詰め作業の削減につなげた。
・入試翌日を処理日として半日休校とした。

20 長野県 無

21 岐阜県
県が基盤整備した統合型校務支援システムを導入済みの中学校から、デジタルでの調査書の受
信を行った

22 静岡県 無

23 愛知県

一般選抜で面接を実施するかどうかは高等学校ごとに決定することとした。また、一般選抜の学力
検査は、これまで第１志望校と第２志望校のそれぞれで行っていたが、第１志望校のみで受検し、
第１志望校で採点した学力検査得点を第２志望校でも用いることとした。そのため、学校ごとに採
点基準が異なることを防ぐため、解答用紙をマークシートにした。

24 三重県
Ｗｅｂにより入学願書や調査書のデータを提出することとし、志願者全員の調査書データが統一校
務支援システムに直接流し込めるようにしたため、データを手入力する必要がなくなり、業務削減
につながった。

25 滋賀県 無

26 京都府
現行の選抜制度である平成26年度高等学校入学者選抜から各高等学校の合否判定作業につい
て、可能な限りシステム化するよう取り組んでいる。

27 大阪府 無

28 兵庫県 無

29 奈良県
令和５年度入試より、中高連携システムにて、入試の出願時の調査書の受渡しをデータで行うこと
により、入試事務業務の負担軽減を図った。

30 和歌山県 無

31 鳥取県 無

32 島根県 学力検査料納付済証明書の高等学校長印を不要にした。

33 岡山県 無

34 広島県 インターネット出願システムを全校で導入し、出願方法等を変更した。

35 山口県 無

36 徳島県 無

37 香川県 無

38 愛媛県 無

Ⅳ．入学者選抜の改善状況
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　(3)高等学校教職員の負担軽減策

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

Ⅳ．入学者選抜の改善状況

39 高知県
進学先高等学校への中学校の生徒指導要録の写しや健康診断票の送付について、校務支援シ
ステムによる送付とした。

40 福岡県 無

41 佐賀県 無

42 長崎県
・志願者名簿をデータ送信し、願書等提出時の事務作業を効率化。
・一部の地区で入学願書のweb出願を実施。
・校内掲示による合格発表を廃止し、各高校ホームページでの発表に変更。

43 熊本県 無

44 大分県
入学者選抜処理システムの改善により、教職員の入試事務の効率化による負担軽減への取組を
行っている。

45 宮崎県 無

46 鹿児島県 問題冊子の中に解答用紙を挟み込んだため，問題配布時における負担が軽減した。

47 沖縄県 無
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(4)デジタルを活用した取組状況

①入学者選抜の資料やその提出
にかかわって

②合否発表にかかわって ③その他

1 北海道

・北海道教育委員会への報告につい
て、スクールネットを用いた「入学
者選抜報告システム」の運用を開始
した。
・北海道教育委員会ウェブページか
ら出願書類等をダウンロードできる
ようにしている。

各高等学校のウェブページに合格者
の受検番号を掲載するようにしてい
る。

道外からの推薦入学者選抜出願者の
うち希望者を対象に、通信機器を活
用した遠隔面接を実施している。

2 青森県
入学者選抜要項等、教育委員会の
ホームページからダウンロードでき
る。

各校で掲示による合格発表を行った
上で、ホームページ上でも合格発表
を行っている。

無

3 岩手県 無 無 無

4 宮城県 無

各学校において掲示板を用いた合格
発表を行うとともに、県高校教育課
のWebページにおいて各校の合格者
の受験番号を掲載した。

無

5 秋田県 無
合格者発表の１時間後を目途に各校
のホームページに合格者の受検番号
を公開する。

無

6 山形県 無
県で準備したWebサイトでの合格発
表を行った（令和３年度から）

無

7 福島県
願書以外のほとんどの様式をダウン
ロードして使用できるようにした。

無 無

8 茨城県 無 無
デジタル採点システムの導入によ
り、採点作業等の効率化を図った。

9 栃木県 無 無 無

10 群馬県
入学願書を「ぐんま電子申請受付シ
ステム」を活用して作成することと
した。

無 無

11 埼玉県
電子出願を2校で実施
（出願手続を電子上で行い、印刷し
た入学願書を提出した。）

無 無

12 千葉県
インターネットを活用した出願を県
立高等学校２校で実施した。

無 無

13 東京都

全ての都立高等学校において、推薦
に基づく選抜及び第一次募集・分割
前期募集でインターネットを活用し
た出願を実施した。

令和５年度入学者選抜から、イン
ターネットを活用した出願のサイト
とデータを共有する「合否サイト」
により、全ての都立高校において受
検者自身が合否を確認できるように
した。

無

14 神奈川県 無 WEB上で合格発表を継続 無

15 新潟県 無
令和３年度から５年度まで、県教育
委員会ホームページにおいて、合格
者受検番号一覧を掲載した。

無

16 富山県 無 無 無

17 石川県 無 無 無

18 福井県

・WEB出願システムにより、調査書
をPDFで県立高等学校長に提出
・入学審査料を県の証紙で支払うこ
とを廃止し、クレジットカード支払
いやコンビニでの支払いに変更

無 無

19 山梨県
提出書類を学校ホームページからダ
ウンロードできる。

ホームページ上での合格発表 無

20 長野県 無
合格者の受検番号を校内に掲示する
とともに、学校のホームページ上に
掲載して発表した。

無

21 岐阜県

デジタルで送信された調査書データ
を活用することで、選抜資料作成時
に、これまで手で入力を行っていた
作業をデータのペーストで行えるよ
うになった

合格者の受検番号の発表を、校内の
掲示に加えてホームページでも行っ
た

無

22 静岡県 無
ホームページ上での合格者発表の提
示（令和３年度からの継続措置）

無

Ⅳ．入学者選抜の改善状況

No. 都道府県

令和５年度入試における改善措置
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(4)デジタルを活用した取組状況

①入学者選抜の資料やその提出
にかかわって

②合否発表にかかわって ③その他

Ⅳ．入学者選抜の改善状況

No. 都道府県

令和５年度入試における改善措置

23 愛知県 無
県教育委員会のＷｅｂページで合格
者発表を行った。

無

24 三重県
Ｗｅｂにより、入学願書や調査書を
提出する。

合格者の受検番号をＷｅｂページに
掲載し、発表している。

無

25 滋賀県 無 無 無

26 京都府 無
平成31年度高等学校入学者選抜から
WEBによる合格発表を補助的に行っ
ている。

無

27 大阪府 無

新型コロナウイルス感染症への対応
として、各学校での合格者番号の掲
示に加え、ウェブによる合格者番号
の掲載を行った。

無

28 兵庫県 無 無 無

29 奈良県
調査書の受渡しを中高連携システム
にて、データで行った。

各学校のWebページ上に掲載した。 無

30 和歌山県 無 無 無

31 鳥取県 無 無 無

32 島根県 無
各高等学校のホームページで発表を
している。

無

33 岡山県 無 無 無

34 広島県
インターネット出願システムを全校
で導入し、出願方法等を変更した。

インターネット出願システムを全校
で導入し、システム上で合否結果を
確認することができるよう変更し
た。

無

35 山口県 無
すべての選抜実施校で、ウェブによ
る合格発表を実施した。

無

36 徳島県 無 無

２月実施の育成型選抜では、２８校
中１３校が実技等の検査で自己表現
やプレゼンテーションを実施し、そ
のうち、９校が受検者によるタブ
レット端末等の使用を可能とした。

37 香川県 無 無 無

38 愛媛県 無 無 無

39 高知県 無 無 無

40 福岡県

【古賀高等学校組合立】
特色化選抜における志願理由書や推
薦入試における志願理由書及び推薦
書の様式をホームページ上に掲載し
て、ダウンロードによって入手でき
るようにした。

【県立】
特色化選抜及び推薦入学者選抜に係
る選考結果（内定）の通知を、中学
校のみが閲覧できる専用ホームペー
ジにて実施した。
【福岡市立、古賀高等学校組合立及
び久留米市外三市町高等学校組合
立】
ＨＰにて合格者発表を実施

無

41 佐賀県

・写真票について、県外及び海外か
らの志願者はホームページからダウ
ンロードして作成することを可とし
た。
・高等学校からの報告様式をまとめ
て教育情報システム上で配付した。

無 無

42 長崎県
・一部の地区で入学願書のweb出願
を実施。
・志願者名簿のデータ送信。

・校内掲示による発表を廃止し、各
校のホームページでの発表に変更。

無

43 熊本県 無 無 無

44 大分県 無 無 無

45 宮崎県 無 無 無

46 鹿児島県
募集要項や願書をＨＰからダウン
ロードできるようにしている学校も
ある。

合格発表を学校のホームページでも
行っている。

無

47 沖縄県 無 無 無
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　(5)スクール・ポリシーの入学選抜への活用状況

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

1 北海道

･北海道教育委員会及び各高等学校のウェブページに、推薦入学者選抜実施校の「入学者
の受入れに関する方針等」を掲載するようにした。
・各学科における推薦による入学者の割合について、大学科ごとに定める推薦枠（例：
普通科10～40％）の範囲において10％ごとに、各学校の裁量で定めることとした。
・推薦入学者選抜において、「中学校長の推薦」を出願資格から削除し、出願する高等
学校の「入学者の受入れに関する方針」に合うと考える生徒が自己推薦できることとし
た。

2 青森県 無

3 岩手県 無

4 宮城県

各学校がスクール・ポリシーを踏まえて作成する「求める生徒像」と、選抜方法の一覧
をまとめた冊子「求める生徒像・選抜方針一覧」を作成し中学校・関係機関に配布する
とともに、PDFを県教育委員会のウェブサイトに掲載。選抜方法の一つである「特色選
抜」においては、調査書点・学力点の他、調査書の記載事項も用いて、「求める生徒
像」に照らして総合的に選抜する。

5 秋田県 無

6 山形県 無

7 福島県 無

8 茨城県 無

9 栃木県 無

10 群馬県 無

11 埼玉県 無

12 千葉県 無

13 東京都
都立高等学校のアドミッション・ポリシーは、「本校の期待する生徒の姿」として東京
都教育委員会で取りまとめ、例年９月を目途に公表している。

14 神奈川県 無

15 新潟県 無

16 富山県 無

17 石川県 無

18 福井県 各学校がスクールポリシーを踏まえて、特色選抜の資格・要件を作成

19 山梨県
前期募集選抜（自己推薦型）において、各高校のスクールミッションやアドミッション
ポリシーを掲載した冊子（募集要項）を各中学校に配付した。

20 長野県
学校のホームページ上で、各学校のアドミッション・ポリシーと入学者選抜実施内容
を、同一ページに配置している。

21 岐阜県 無

22 静岡県 無

23 愛知県
特色選抜において、特色選抜実施校が作成する実施要項に掲載した「求める生徒像」
は、スクール・ポリシーを踏まえたものであることとした。

24 三重県
前期選抜を実施する各高校について、「学校の特色」や「選抜において重視する要件」
を実施要項に掲載している。

25 滋賀県 無

26 京都府 無

27 大阪府

各高等学校のアドミッションポリシーを取りまとめ、ウェブページに掲載するととも
に、自己申告書及び調査書中の「活動／行動の記録」等を資料として、その高等学校の
アドミッションポリシー（求める生徒像）に極めて合致する者を、優先的に合格とす
る。

28 兵庫県 無

29 奈良県 無

30 和歌山県 スクールポリシーを基に求める生徒像を作成している。

31 鳥取県 無

32 島根県
各高等学校の「求める生徒像」の一覧表を県教育委員会のホームページに掲載したり、
各校が作成する募集要項内に、自校の「求める生徒像」を記載したりしている。

33 岡山県
各高等学校のアドミッション・ポリシーを県教委で取りまとめてHPに掲載するととも
に、実施要項に「出願に当たっては、各高等学校が示す「三つの方針」等を参考とする
こと。」と明記している。

Ⅳ．入学者選抜の改善状況
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　(5)スクール・ポリシーの入学選抜への活用状況

No. 都道府県 令和５年度入試における改善措置

Ⅳ．入学者選抜の改善状況

34 広島県

※本県では令和５年度入学者選抜から大きく制度を変更している。
・各高等学校・学科の特色に応じた入学者選抜の充実を図るとともに、中学生の一層の
主体的な学校選択を実現するため、全ての高等学校・学科において、教育目標や育てた
い生徒像、入学者受入方針及び入学者選抜の実施内容を「入学者選抜実施内容シート」
にまとめ公表した。

35 山口県 無

36 徳島県

２月実施の育成型選抜では、全ての高等学校で文化分野又はスクール・ポリシーに関す
る分野の募集を、少なくとも１分野以上行う。また、各高等学校長は、スクール・ポリ
シーを踏まえ、各高等学校が定めた運動分野及び文化・ポリシー分野について出願要件
を示す。さらに、各高等学校長は、スクール・ポリシー及び出願要件を踏まえ、調査
書、活動記録及び学力検査の成績並びに各高等学校において実施した検査の結果を資料
として、当該高等学校・学科等の教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して
選抜する。

３月実施の一般選抜では、配点は各教科100点で合計500点を基本とする。ただし、各高
等学校がスクール・ポリシーに基づき重視する教科については、合計100点まで加えて傾
斜配点することができる。傾斜配点をする教科とその配点は、各高等学校長が県教育委
員会との協議の上、定める。また、面接における質問の内容には、各高等学校のスクー
ル・ポリシーに関する質問を含む。さらに、各高等学校長は、スクール・ポリシーを踏
まえ、調査書と学力検査の成績に基づき、面接の結果等も資料として、当該高等学校・
学科等の教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜する。

第２次募集選抜では、各高等学校長は、スクール・ポリシーを踏まえ、調査書、作文、
面接の結果及び各高等学校において実施した検査の結果等を資料として、当該高等学
校・学科等の教育を受けるに足る能力・適性等を総合的に判定して選抜する。

以上のことは、
「令和５年度徳島県公立高等学校生徒募集選抜要項」、
「令和５年度徳島県公立高等学校入学者選抜生徒募集案内」、
「令和５年度徳島県公立高等学校入学者選抜について（生徒・保護者の皆さまへ）」
の冊子の中で示している。
（いずれの冊子も、徳島県入試情報サイトで確認することができる。）

37 香川県

自己推薦選抜では、求める生徒像を入学者選抜実施細目において掲載しており、各高等
学校は、求める生徒像にそって、調査書その他必要な書類、検査の結果及び面接の結果
を資料とし、入学者の選抜を行っている。なお、令和5年度に実施した自己推薦選抜にお
いては、出願時に提出する自己PR 書の見直しを行った。各高等学校では、自己PR 書に
基づき、面接を実施することで、生徒自らが高校の求める生徒像をふまえて、得意分野
や長所、進学目的等を積極的にアピールすることができるようにした。

38 愛媛県 無

39 高知県 無

40 福岡県
【北九州市立】
「求める生徒像」を入学者選抜要項に掲載している。

41 佐賀県
各学校の「求める生徒像」（アドミッション・ポリシー）を県教育委員会のホームペー
ジに掲載するとともに、関係中学校へデータで配付。

42 長崎県 ・グラデュエーションポリシー及びアドミッションポリシーを実施要領に掲載。

43 熊本県 無

44 大分県 無

45 宮崎県 各学校のアドミッションポリシー等を推薦入学要項冊子に示している。

46 鹿児島県 無

47 沖縄県 無
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１．入試ミスの把握①（選考処理上のミス）

　(1)過去３年間の合格者確定後に発覚した選考処理上のミス件数及び追加合格者数

人数（件数）
追加合格者数
（当該年度分）

人数（件数）
追加合格者数
（当該年度分）

人数（件数）
追加合格者数
（当該年度分）

1 北海道 0 0 0 0 0 0

2 青森県 0 0 0 0 0 0

3 岩手県 0 0 0 0 0 0

4 宮城県 0 0 0 0 0 0

5 秋田県 0 0 0 0 0 0

6 山形県 0 0 0 0 0 0

7 福島県 0 0 0 0 0 0

8 茨城県 496件 3 1件（人） 1 0 0

9 栃木県 0 0 0 0 0 0

10 群馬県 0 0 0 0 0 0

11 埼玉県 0 0 1件（人） 1 1件（人） 1

12 千葉県 0 0 40件 0 933件 6

13 東京都 22件 0 33件 3 0 0

14 神奈川県 8件 0 0 0 0 0

15 新潟県 0 0 0 0 0 0

16 富山県 0 0 0 0 0 0

17 石川県 0 0 0 0 0 0

18 福井県 0 0 0 0 0 0

19 山梨県 0 0 0 0 0 0

20 長野県 0 0 0 0 0 0

21 岐阜県 0 0 0 0 0 0

22 静岡県 0 0 0 0 0 0

23 愛知県 0 0 0 0 1 1

24 三重県 0 0 0 0 0 0

25 滋賀県 0 0 0 0 0 0

26 京都府 0 0 0 0 0 0

27 大阪府 3人 0 75人 2 10人 0

28 兵庫県 0 0 0 0 0 0

29 奈良県 0 0 0 0 0 0

30 和歌山県 0 0 0 0 0 0

31 鳥取県 0 0 0 0 0 0

32 島根県 0 0 0 0 0 0

33 岡山県 0 0 0 0 0 0

34 広島県 0 0 0 0 0 0

35 山口県 0 0 0 0 0 0

36 徳島県 0 0 0 0 0 0

37 香川県 0 0 0 0 0 0

38 愛媛県 0 0 0 0 0 0

39 高知県 0 0 0 0 0 0

40 福岡県 0 0 0 0 0 0

41 佐賀県 0 0 0 0 0 0

42 長崎県 0 0 0 0 0 0

43 熊本県 0 0 0 0 0 0

44 大分県 0 0 0 0 0 0

45 宮崎県 0 0 33人 0 0 0

46 鹿児島県 0 0 0 0 0 0

47 沖縄県 0 0 0 0 0 0

令和４年度 令和５年度

Ⅴ．入試の点検等

No. 都道府県

令和３年度
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１．入試ミスの把握②（出題内容のミス）

　(1)過去３年間の合格者確定後に発覚した出題内容のミス件数及び追加合格者数

人数（件数）
追加合格者数
（当該年度分）

人数（件数）
追加合格者数
（当該年度分）

人数（件数）
追加合格者数
（当該年度分）

1 北海道 0 0 0 0 0 0

2 青森県 0 0 0 0 0 0

3 岩手県 0 0 0 0 0 0

4 宮城県 0 0 0 0 0 0

5 秋田県 0 0 0 0 0 0

6 山形県 0 0 0 0 0 0

7 福島県 0 0 0 0 0 0

8 茨城県 0 0 0 0 0 0

9 栃木県 0 0 0 0 0 0

10 群馬県 0 0 0 0 0 0

11 埼玉県 0 0 0 0 0 0

12 千葉県 0 0 0 0 0 0

13 東京都 0 0 0 0 0 0

14 神奈川県 0 0 0 0 0 0

15 新潟県 0 0 0 0 0 0

16 富山県 0 0 0 0 0 0

17 石川県 0 0 0 0 0 0

18 福井県 0 0 0 0 0 0

19 山梨県 0 0 0 0 0 0

20 長野県 0 0 0 0 0 0

21 岐阜県 0 0 0 0 0 0

22 静岡県 0 0 0 0 0 0

23 愛知県 1件 0 0 0 0 0

24 三重県 0 0 0 0 0 0

25 滋賀県 0 0 0 0 0 0

26 京都府 0 0 0 0 1件 0

27 大阪府 0 0 0 0 0 0

28 兵庫県 0 0 0 0 0 0

29 奈良県 0 0 0 0 0 0

30 和歌山県 0 0 0 0 0 0

31 鳥取県 0 0 0 0 0 0

32 島根県 0 0 0 0 0 0

33 岡山県 0 0 0 0 0 0

34 広島県 0 0 0 0 0 0

35 山口県 0 0 0 0 0 0

36 徳島県 0 0 0 0 0 0

37 香川県 0 0 0 0 0 0

38 愛媛県 0 0 0 0 0 0

39 高知県 0 0 0 0 0 0

40 福岡県 0 0 0 0 0 0

41 佐賀県 0 0 0 0 0 0

42 長崎県 0 0 0 0 0 0

43 熊本県 0 0 0 0 0 0

44 大分県 0 0 0 0 0 0

45 宮崎県 0 0 0 0 0 0

46 鹿児島県 0 0 0 0 0 0

47 沖縄県 0 0 0 0 0 0

令和４年度 令和５年度

Ⅴ．入試の点検等

No. 都道府県

令和３年度
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Ⅴ．入試の点検等 
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

８ 茨城県 

① 年度 令和３年度 

発覚した経緯 

・１人の受検生からの開示請求があった。開示にあたり、解答

用紙を再点検したところ、国語の問題で正解を加点していなか

ったことが判明した。全教科の解答用紙も再点検を行った。開

示請求のあった受検生は合格とする得点だったが、不合格にし

ていたことが判明した。

・その後、全校調査をした結果、令和２年度選抜において 457

件、令和３年度選抜において 496件の過去２年分の採点誤りが

発覚した。

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

・保護者及び受検者へ謝罪、合格通知を手渡し。

・出身中学校への説明及び謝罪

その後のミ

ス防止のた

めの検討

・茨城県立高等学校等入学者選抜調査改善委員会の開催（第三

者委員会）

・茨城県教育委員会で再発防止・改善策を作成

・臨時地区別高等学校長会議の開催

・臨時地区別高等学校教頭、副校長会議の開催

・採点マニュアルの作成

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

８ 茨城県 

② 年度 令和４年度 

発覚した経緯 

・合格発表の後に、当該校が各教科の平均点などを分析する資

料を作成する過程で、該当者のみ総得点と各教科の得点を足し

た数値が一致しておらず、国語の点数に加えずに合否判定を

し、誤って不合格にしていたことが判明した。

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

・保護者及び受検者への謝罪、合格通知を手渡し

・出身中学校への説明及び謝罪

その後のミ

ス防止のた

めの検討

・入学者選抜を実施した全校（91校１分校）において、合否判

定資料の再点検を実施

・高等学校長会議の開催

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

・当該校以外の全ての学校で誤りがないことを確認したため。
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Ⅴ．入試の点検等 
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

11 埼玉県 

③ 年度 令和４年度 

発覚した経緯 

当該高等学校は志願と異なる学科のまま受付を行い、入学許可

候補者として発表した。 

その後、当該受検生から誤りがあるのではないかと当該高等学

校長に指摘があり、高等学校長が出願書類を確認したところ、

志願と異なる学科で手続きが行われていたことが判明した。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

・当該高等学校長は、当該受検生の正しい志願先学科に修正し

た上で改めて選抜を実施し、入学許可候補者とした。

・当該受検生及び保護者に謝罪と経緯の説明を行い、第１志望

の学科の選抜結果通知書を交付した。

・誤って受け付けた学科についても、改めて選抜を実施し、1名

を追加で入学許可候補者とした。当該受検生及び保護者に謝罪

と経緯の説明を行い、選抜結果通知書を交付した。

その後のミ

ス防止のた

めの検討

校内チェック体制の見直しを行い、複数回、複数の者による確

認を徹底して行うよう、各高等学校長へ指示する。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

ミス発覚の翌日、県教育委員会が当該高等学校を訪問し、ミス

の状況や事後の対応、事前に行ったミス防止の取組などについ

て、学校長及びその他関係する職員から聴取を行った。

11 埼玉県 

④ 年度 令和５年度 

発覚した経緯 

当該高等学校は誤った得点が記載された資料を用いて選抜を行

い、当該受検生は入学許可候補者とならなかった。 

当該高等学校において資料を再確認していたところ、当該受検

生の調査書の電算入力が正しく行われていないことが判明し、

正しい得点で改めて選抜を行った結果、当該受検生を追加で入

学許可候補者とした。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

・当該高等学校長は、当該受検生の正しい得点に修正した上で

改めて選抜を実施し、入学許可候補者とした。

・当該受検生及び保護者に謝罪と経緯の説明を行い、選抜結果

通知書を交付した。

その後のミ

ス防止のた

めの検討

校内チェック体制の見直しを行い、複数回、複数の者による確

認を徹底して行うよう、各高等学校長へ指示する。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

ミス発覚の当日、県教育委員会が当該高等学校を訪問し、ミス

の状況や事後の対応、事前に行ったミス防止の取組について、

学校長及びその他関係する職員から聴取を行った。
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Ⅴ．入試の点検等                                                             
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

12 千葉県 

⑤  年度 令和４年度 

発覚した経緯 

令和５年度選抜での採点誤りを受け、保管期限は過ぎていた

が、令和４年度選抜の答案を処分していなかった４校につい

て、答案の再点検を行うよう指示した。その結果、４校中３校

４０件の採点誤りがあった。なお、合格とすべき受検者を誤っ

て不合格としていたことはなかった。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

該当者なし 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

令和５年３月に教育庁内のプロジェクトチームを発足させ、４

月に外部有識者による改善検討会議を設置した。３回の会議を

行い、６月に検討会議からの報告書を受け、７月には県教育委

員会として改善策をまとめ公表した。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

 

12 千葉県 

⑥  年度 令和５年度 

発覚した経緯 

ある県立高等学校において自己情報開示の申請があり、開示前

に当校が答案の確認をしたところ、採点誤りがあったため、全

受検者の答案を点検したところ複数の採点誤りが発覚した。そ

のため、県教育委員会では、学力検査を実施した全公立高等学

校に答案の一斉点検を行うよう指示した。その結果、１２７校

中９８校９３３件の採点誤りがあり、５校６名の合格とすべき

受検者を誤って不合格としていたことも判明した。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

校長から家庭訪問し謝罪のうえ、合格通知を渡した。また、私

立高校への入学金等、本来必要のなかった経費を賠償した。そ

の際、県教育委員会が家庭訪問し、改めて謝罪した。 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

３月に教育庁内のプロジェクトチームを発足させ、４月に外部

有識者による改善検討会議を設置した。３回の会議を行い、６

月に検討会議からの報告書を受け、７月には県教育委員会とし

て改善策をまとめ公表した。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

 

68



Ⅴ．入試の点検等                                                             
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

13 東京都 

⑦  
年度 

令和３年度 

令和４年度 

発覚した経緯 

平成 26年度に判明した都立高校における採点誤りに対する再

発防止・改善策により実施している他校同士による相互点検に

おいて、上記（１）の件数の採点誤りが挙がっている。 

※令和４年度は 33件のうちの 30件 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

追加合格者なし 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

平成 27年度以降、外部有識者、中学校代表者、高等学校代表

者、保護者代表者で構成する入学者選抜検討委員会（委員長：

教育監）により、採点誤りに対する再発防止・改善策の効果検

証を行っている。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

 

13 東京都 

⑧  年度 令和４年度 

発覚した経緯 

令和４年４月、教育庁職員が入学者選抜の課題や改善策を検討

するため、令和４年度都立高等学校入学者選抜に係る資料を整

理している際に、２校における合否判定の誤りに気付いた。 

※令和４年度 33件のうちの３件 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

当該校の校長及び入学選抜担当課長が、追加合格者及び保護者

を訪問し、謝罪の上、入学手続の案内、損害賠償等の説明を行

う。 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

外部有識者、中学校代表者、高等学校代表者、保護者代表者で

構成する入学者選抜検討委員会（委員長：教育監）において、

再発防止に向けた取組案の報告及び検討を行った。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 
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Ⅴ．入試の点検等                                                             
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

14 神奈川県 

⑨  年度 令和３年度 

発覚した経緯 

平成 28年６月に、「県立高等学校入学者選抜学力検査採点誤り

に関する再発防止・改善策」により、記号選択式問題にマーク

シート方式の導入、新たなチェック体制として、記述式問題の

２系統（異なる採点者による独立した採点体制）での採点、点

検、照合などを行ってきた。その中、令和３年３月 15日に県

教育委員会における抽出再点検により、採点誤りが１件判明し

た。同日、全校に全受検者の記述式問題の再点検を指示したと

ころ、令和３年度は８件の誤りが判明した。さらに、平成 31

年度、令和２年度についても再点検を指示したところ、それぞ

れ２件の誤りが判明した。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

該当者なし。 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

２系統の採点結果を別々にデータ入力し、その結果を PC上で

照合するなど、２系統の採点結果の照合作業の手順を改善し

た。また、検査問題の質を確保しつつ、より一層採点誤りを起

こしにくい問題となるような作問を工夫する。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

 

23 愛知県 

⑩  年度 令和３年度 

発覚した経緯 

・理科の学力検査問題において、〔ｇ/㎥〕と標記されるべき飽

和水蒸気量の単位が〔ｇ/㎤〕となっていた。 

・出版社からの指摘で誤りが判明した。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

・合否への影響はなかった。 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

・学力検査問題の作成過程において、一層慎重に点検を行い、

再発防止に努める。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

・合否への影響がなかったため。 
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Ⅴ．入試の点検等                                                             
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

23 愛知県 

⑪  年度 令和５年度 

発覚した経緯 

受検を辞退した者１名が、合否判定の際に対象外としていな 

かったため、合格者となっていた。 

当該受検生の出身中学校長からの指摘で誤りが判明した。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

高校長から合格者であることを電話で伝えるとともに、謝罪し

た。 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

受検を辞退した者について、合否判定の対象から確実に除外す

るよう徹底する。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

原因が明白であったため。 

26 京都府 

⑫  年度 令和５年度 

発覚した経緯 

・前期選抜で一部の学校で実施している独自検査の「数学」に

おいて、問題文に誤記のある問題があり、解の無い問題となっ

ていたことが外部の方からの指摘を受けて発覚した。 

・該当の問題を受検者全員正答とし、全受検者の答案の再点検

を行い、再度合否判定を行ったところ、合否結果に影響はなか

った。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

・追加合格者なし 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

・学校での独自検査作成における作成体制や点検体制、点検内

容の再確認 

・全校に対して、独自検査を作成する場合の一層の注意喚起 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

・合否への影響がなかったため 
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Ⅴ．入試の点検等                                                             
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

27 大阪府 

⑬  年度 令和３年度 

発覚した経緯 

調査書評定のミス 

高校で行った簡易開示の結果、中学校から間違った評定が記載

された調査書 1名分が提出されていることが判明した。合否判

定への影響はなかった。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

・各市町村教育委員会への注意喚起。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

・高等学校における誤りではないため。 

27 大阪府 

⑭  年度 令和３年度 

発覚した経緯 

採点及び小計のミス 

・受験者に開示する答案の準備をしていた際に、１名の答案の

採点に誤りがあることが判明した。そのため、すべての答案の

採点をしなおしたところ、他の１名の小計に誤りがあることが

判明した。合否判定への影響はなかった。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

・府立高校への注意喚起。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

・合否判定に影響がなかったため。 
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Ⅴ．入試の点検等                                                             
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

27 大阪府 

⑮  年度 令和４年度 

発覚した経緯 

調査書評定のミス 

・高校で行った簡易開示の結果、中学校から間違った評定が記

載された調査書が提出されていることが判明した。当該の中学

校を所管している市の全市立中学校を調査したところ、75名

の調査書について、評定に誤りがあることが判明した。正しい

調査書で再度選抜を行った結果、２名が追加合格となった。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

・１名が府立高校への入学を希望したため、入学を許可。 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

・各市町村教育委員会への注意喚起。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

・高等学校における誤りではないため。 

27 大阪府 

⑯  年度 令和５年度 

発覚した経緯 

調査書評定のミス 

高校で行った簡易開示の結果、中学校から間違った評定が記載

された調査書 10名分が提出されていることが判明した。合否

判定への影響はなかった。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

各市町村教育委員会への注意喚起。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

高等学校における誤りではないため。 
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Ⅴ．入試の点検等                                                             
１．入試ミスの把握 

(2)過去３年間の合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミスの発覚した経緯と対応 
 

 

No. 都道府県 合格者確定後に発覚した採点ミス・選考ミス・出題ミスの発覚した経緯と対応の具体的内容 

45 宮崎県 

⑰  年度 令和４年度 

発覚した経緯 

・令和４年度宮崎県立高等学校一般入学者選抜学力検査の採点

抽出データにおいて配点にない個所を見出し、採点ミスが発

覚。 

・選考資料と照合し、減点による合否の変更がないことを確認

した。 

発覚後

の対応 

追加合格者

への対応 

 

その後のミ

ス防止のた

めの検討 

・正確な採点、チェック体制について周知を行う。 

（第三者委

員会を設置

していない

場合、その

理由） 

・合否に影響はなく、校内で対応できると判断しているため 
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